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催し等の中止・延期など、情報が変更となる場合があります。各担当課
や主催者などへのお問合せ、またはホームページ等でご確認ください。

介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料

４月以降に受給する年金からの仮徴収（差引き）が始まります
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■■問介護保険料………………本所長寿介護課☎35‐1289または各地域庁舎市民福祉課へ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国民健康保険税…………本所課税課☎35‐1176
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後期高齢者医療保険料…本所国保年金課☎35‐1292または各地域庁舎市民福祉課へ

　介護保険料は、年金からの差引きになった場合、
ほかの支払い方法に変更することができませんので
ご了承ください。

　次に該当する方は、４月に令和７年度保険料（税）の仮徴収
が始まります。今回お送りする通知書に記載されている保険料
（税）額は、令和６年度の状況を基に計算した仮の保険料（税）
額です。確定保険料（税）額については７月に改めてお知らせ
します。また、６月以降に新たに年金からの差引きが始まる方
については、年金受給前にお知らせします。

現在、既に年金から差し引かれて
いる方は…
　仮徴収額決定の通知書は送付しません。
前年度に引き続き、原則２月に差し引かれ
た額と同額を、４月・６月・８月に支給さ
れる年金から差し引きます。

■４月に新たに仮徴収が始まる方
《介護保険料》
65歳以上の方

昭和34年４月３日～10月２日
生まれで、新たに年金からの差
引きの対象となった方
→ ４月上旬に仮徴収額決定通知
書をお送りします

《国民健康保険税》
65歳以上75歳未満の方

世帯主が昭和34年４月３日～10月
２日生まれで、新たに年金からの差
引きの対象世帯となった方
→ ２月中旬に仮徴収額決定通知書を
お送りしています

《後期高齢者医療保険料》
原則75歳以上の方

令和６年６月１日～10月２日に後
期高齢者医療制度に加入し、新たに
年金からの差引きの対象となった方
→ ４月上旬に仮徴収額決定通知書を
お送りします

　国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、年金か
らの差引きから「口座振替」による支払いに変更する
ことができます。希望する方はお問い合わせください。 

■年金からの差引きの対象となる方

条件 介護 国保 後期

①差引きの対象となる年金の額が年額18万円以上である
①と②の両方
に該当する方

①～⑤の全て
に該当する方

①～③の全て
に該当する方②差引きの対象となる年金が借入れ等の担保になっていない

③ 国民健康保険税または後期高齢者医療保険料のどちらかと、介護保
険料を足した額が、差引きの対象となる年金額の半分よりも少ない

④世帯主が国民健康保険の被保険者である

⑤世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満である

■年金からの差引きが始まる時期

介護保険料・国民健康保険税（生年月日） 後期高齢者医療保険料
（後期高齢者医療制度に加入した日）

年金からの差引
きが始まる時期

昭和34年４月３日～10月２日生まれ 令和６年６月１日～10月２日

➡
４月

昭和34年10月３日～12月２日生まれ 令和６年10月３日～12月２日 ６月

昭和34年12月３日～昭和35年２月２日生まれ 令和６年12月３日～令和７年２月２日 ８月
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■募集職種・受験資格

▽  薬剤師…昭和51年４月２日以降に生まれ、薬剤
師免許を取得している方

▽  看護師［助産師］…昭和41年４月２日以降に生
まれ、看護師免許を取得している方

▽  理学療法士…平成３年４月２日以降に生まれ、理
学療法士免許を取得している方

▽  臨床工学技士…平成３年４月２日以降に生まれ、
　臨床工学技士免許を取得している方

▽  社会福祉士…平成３年４月２日以降に生まれ、社
会福祉士免許を取得している方

※各職種とも、令和８年４月までに免許取得見込み
　の方も応募可。
■試験日時・会場

▽適性検査　 ６月１日○日～22日○日（全国のテスト
センターでオンライン受験）

▽ 面接試験　６月29日○日（対面またはオンライン）
■申込み受付・応募書類提出先
　 ４月７日○月～５月23日○金に、
　市HP「電子申請」から申込み
　または応募書類を同院総務課
　に郵送（当日消印有効）

■■問荘内病院総務課☎26‐5111内線6341

令和８年４月１日採用予定

鶴岡市職員採用試験

試験案内は
同院HP 

　　　　　　　     ■■問荘内病院総務課☎26‐5111内線6327

　将来、荘内病院に医師として勤務する意思がある
医学生に対し、最大で年額200万円の修学資金を貸
与します。医師免許取得後、一定の期間同院に勤務
した場合は、貸与資金の返還が免除されます。地域
医療に志を持つ方はぜひご応募ください。

荘内病院医師修学資金貸与制度をご利用ください

■申込資格
　次の①～③全てに該当する方
　①医学を履修する大学課程に在学している
　②卒業後、医師として同院に勤務する意思がある
　③他の修学資金等の返還義務がない（卒業後の就
　　労先に制限がないものは除く）
■貸与期間
　在学中の大学の正規の修業年限まで

詳しい要件や必要
書類などは同院HP

　　　　　　　     ■■問本所総務課☎35‐1114

ふるさと納税

市制施行20周年記念返礼品を募集します！

■応募資格　市内に事業所、工場、その他生産拠点
　がある法人・団体または個人事業者　
■要件　次の①～④全てに該当する返礼品
　①市内で生産もしくは製造・加工されている　②　
　価格や内容量等が、ふだんの取引よりも１割以上
　お得である　③100セット以上提供可能である　

　④市が提供する梱
こん

包資材を使用するとともにＰＲ
　チラシの同梱も可能である
■申込み　申込書に記入の上、４月18日○金まで同
　課にメールまたはFAX24‐9071へ（申込書は市
　ＨHPからダウンロード可）
■その他　１事業所１品
　まで応募可。応募多数
　の場合、選考あり

　市制施行20周年を記念した、限定のふるさと納
税返礼品を募集します。魅力ある返礼品としてＰＲ
強化を図っていきますので、ぜひご応募ください。

■申込期間と応募方法
　４月１日○火～５月31日○土に応募書類を同院総務
　課にお持ちになるか簡易書留で郵送（当日消印有
　効）
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●返還全額免除の要件
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催し等の中止・延期など、情報が変更となる場合があります。各担当課
や主催者などへのお問合せ、またはホームページ等でご確認ください。

介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料

４月以降に受給する年金からの仮徴収（差引き）が始まります
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■■問介護保険料………………本所長寿介護課☎35‐1289または各地域庁舎市民福祉課へ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国民健康保険税…………本所課税課☎35‐1176
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後期高齢者医療保険料…本所国保年金課☎35‐1292または各地域庁舎市民福祉課へ

　介護保険料は、年金からの差引きになった場合、
ほかの支払い方法に変更することができませんので
ご了承ください。

　次に該当する方は、４月に令和７年度保険料（税）の仮徴収
が始まります。今回お送りする通知書に記載されている保険料
（税）額は、令和６年度の状況を基に計算した仮の保険料（税）
額です。確定保険料（税）額については７月に改めてお知らせ
します。また、６月以降に新たに年金からの差引きが始まる方
については、年金受給前にお知らせします。

現在、既に年金から差し引かれて
いる方は…
　仮徴収額決定の通知書は送付しません。
前年度に引き続き、原則２月に差し引かれ
た額と同額を、４月・６月・８月に支給さ
れる年金から差し引きます。

■４月に新たに仮徴収が始まる方
《介護保険料》
65歳以上の方

昭和34年４月３日～10月２日
生まれで、新たに年金からの差
引きの対象となった方
→ ４月上旬に仮徴収額決定通知
書をお送りします

《国民健康保険税》
65歳以上75歳未満の方

世帯主が昭和34年４月３日～10月
２日生まれで、新たに年金からの差
引きの対象世帯となった方
→ ２月中旬に仮徴収額決定通知書を
お送りしています

《後期高齢者医療保険料》
原則75歳以上の方

令和６年６月１日～10月２日に後
期高齢者医療制度に加入し、新たに
年金からの差引きの対象となった方
→ ４月上旬に仮徴収額決定通知書を
お送りします

　国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、年金か
らの差引きから「口座振替」による支払いに変更する
ことができます。希望する方はお問い合わせください。 

■年金からの差引きの対象となる方

条件 介護 国保 後期

①差引きの対象となる年金の額が年額18万円以上である
①と②の両方
に該当する方

①～⑤の全て
に該当する方

①～③の全て
に該当する方②差引きの対象となる年金が借入れ等の担保になっていない

③ 国民健康保険税または後期高齢者医療保険料のどちらかと、介護保
険料を足した額が、差引きの対象となる年金額の半分よりも少ない

④世帯主が国民健康保険の被保険者である

⑤世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満である

■年金からの差引きが始まる時期

介護保険料・国民健康保険税（生年月日） 後期高齢者医療保険料
（後期高齢者医療制度に加入した日）

年金からの差引
きが始まる時期

昭和34年４月３日～10月２日生まれ 令和６年６月１日～10月２日

➡
４月

昭和34年10月３日～12月２日生まれ 令和６年10月３日～12月２日 ６月

昭和34年12月３日～昭和35年２月２日生まれ 令和６年12月３日～令和７年２月２日 ８月
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■募集職種・受験資格

▽  薬剤師…昭和51年４月２日以降に生まれ、薬剤
師免許を取得している方

▽  看護師［助産師］…昭和41年４月２日以降に生
まれ、看護師免許を取得している方

▽  理学療法士…平成３年４月２日以降に生まれ、理
学療法士免許を取得している方

▽  臨床工学技士…平成３年４月２日以降に生まれ、
　臨床工学技士免許を取得している方

▽  社会福祉士…平成３年４月２日以降に生まれ、社
会福祉士免許を取得している方

※各職種とも、令和８年４月までに免許取得見込み
　の方も応募可。
■試験日時・会場

▽適性検査　 ６月１日○日～22日○日（全国のテスト
センターでオンライン受験）

▽ 面接試験　６月29日○日（対面またはオンライン）
■申込み受付・応募書類提出先
　 ４月７日○月～５月23日○金に、
　市HP「電子申請」から申込み
　または応募書類を同院総務課
　に郵送（当日消印有効）

■■問荘内病院総務課☎26‐5111内線6341

令和８年４月１日採用予定

鶴岡市職員採用試験

試験案内は
同院HP 

　　　　　　　     ■■問荘内病院総務課☎26‐5111内線6327

　将来、荘内病院に医師として勤務する意思がある
医学生に対し、最大で年額200万円の修学資金を貸
与します。医師免許取得後、一定の期間同院に勤務
した場合は、貸与資金の返還が免除されます。地域
医療に志を持つ方はぜひご応募ください。

荘内病院医師修学資金貸与制度をご利用ください

■申込資格
　次の①～③全てに該当する方
　①医学を履修する大学課程に在学している
　②卒業後、医師として同院に勤務する意思がある
　③他の修学資金等の返還義務がない（卒業後の就
　　労先に制限がないものは除く）
■貸与期間
　在学中の大学の正規の修業年限まで

詳しい要件や必要
書類などは同院HP

　　　　　　　     ■■問本所総務課☎35‐1114

ふるさと納税

市制施行20周年記念返礼品を募集します！

■応募資格　市内に事業所、工場、その他生産拠点
　がある法人・団体または個人事業者　
■要件　次の①～④全てに該当する返礼品
　①市内で生産もしくは製造・加工されている　②　
　価格や内容量等が、ふだんの取引よりも１割以上
　お得である　③100セット以上提供可能である　

　④市が提供する梱
こん

包資材を使用するとともにＰＲ
　チラシの同梱も可能である
■申込み　申込書に記入の上、４月18日○金まで同
　課にメールまたはFAX24‐9071へ（申込書は市
　ＨHPからダウンロード可）
■その他　１事業所１品
　まで応募可。応募多数
　の場合、選考あり

　市制施行20周年を記念した、限定のふるさと納
税返礼品を募集します。魅力ある返礼品としてＰＲ
強化を図っていきますので、ぜひご応募ください。

■申込期間と応募方法
　４月１日○火～５月31日○土に応募書類を同院総務
　課にお持ちになるか簡易書留で郵送（当日消印有
　効）
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ごみの分け方・出し方にご協力ください
■■問環境政策課（つるおかエコファイア）☎22‐2848または各地域庁舎市民福祉課へ

■連休期間中のごみ収集
○集団資源回収
　町内会等で、古紙類（新聞・雑誌・段ボール等）・
金属類・びん類などの資源ごみの集団資源回収が行わ
れています。子供会・町内会等の実施団体には、回収
量に応じて報奨金が交付されます。
※回収日・回収場所は町内会等の実施団体にご確認く
　ださい。新たに集団資源回収を開始したい
　場合は、環境政策課にご相談ください。

○つるおかエコファイアでの回収
　古着・古紙類・パソコンなどのデジタル機
器・水銀製品等を無料で回収しています。
■日時　月曜～金曜日…午前８時30分～11時50分、
　　　　　　　　　　　午後１時～５時
　　　　毎月第３日曜日…午前９時～11時30分

４月30日○水～５月２日○金・５日○月は通常どお
り収集します。収集日を「ごみ収集カレンダー」
で確認して、計画的なごみ出しをお願いします。

■資源回収にご協力ください

■ごみ焼却施設「つるおかエコファイア」　
　令和７年度のごみ受入日
■日時　月曜～金曜日、一部の祝日…午前８時30分
　　　　～11時50分、午後１時～５時
　　　　毎月第２土曜日…午前８時30分～11時50分
■対象　家庭から出るもやすごみ・布団・古紙類、
　　　　事業系一般廃棄物
■費用　10kgにつき120円（古紙類は無料）

４月29日○火、５月６日○火
…収集はありません

■補助対象経費
　講師への謝礼、資料印刷代、イベント保険料等（コ
　ースによって上限額が変動）
■申請期間
　４月上旬から

〇前年度の「鶴岡まち活」事業報告会
■■日４月26日○土午後１時30分　■■場ＦＯＯＤＥＶＥＲ（フ
ーデェヴァー）またはオンライン　■■申４月18日○金ま
で本所地域振興課へ　■■他終了後に同事業の事前相談会
を開催（要申込み）

市民まちづくり活動促進事業「鶴岡まち活」

市民の皆さんが行うまちづくり活動を支援します
■■問本所地域振興課☎35‐1191または各地域庁舎総務企画課へ

■対象事業
●基本コース・チャレンジコース
　鶴岡らしさ・地域特性を生かしたまちづくり活動
●学生コース
　学生が自発的に行う地域についての学び、またはま
　ちづくりに取り組む活動
●パートナーコース
　市施設の整備・修繕や市管理用地の利活用

　市民が主役のまちづくりを推進するために、まちづ
くり活動や、行政との協働事業の活動費に補助します。

要件や応募方法等
詳しくは市HPへ

　使用料等
■金額　65歳以上の方10人以上…年間５万円
　同５人以上…年間2万５千円
■申請期間　４月30日○水まで
　（申請書類等は市ＨHPからダウンロード可）

　　　　　　　     ■■問本所地域包括ケア推進課☎29‐4180または各地域庁舎市民福祉課へ

地域介護予防活動支援事業補助金「つるおか元気アップ支援事業」

運動を取り入れた介護予防活動を支援します

■補助期間　来年３月31日○火まで　
■対象団体　65歳以上の市民５人以上で構成され、
　30分以上の運動を含む約90分の介護予防活動を、
　月２回以上行う団体
■補助対象経費　講師への謝礼、資料印刷代、会場

催し等の中止・延期など、情報が変更となる場合があります。各担当課
や主催者などへのお問合せ、またはホームページ等でご確認ください。

7 広報つるおか　2025 . 4

対象者にお知らせを郵送します

各種定期予防接種のお知らせ

■■日＝日時・期日・期間　■■時＝時間　■■場＝場所・会場　■■定＝定員　■■対＝対象・資格　　　　　　　　　■■内＝内容　■■師＝講師・指導　■■費＝費用・料金　■■持＝持ち物　■■申＝申込み　■■問＝問合せ　■■他＝その他　HP＝ホームページ
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3
月
1
日
、
鶴
岡
市
立
荘
内
看
護
専
門

学
校
の
卒
業
式
が
荘
銀
タ
ク
ト
鶴
岡
で
行

わ
れ
た
。
昭
和
52
年
に
建
設
さ
れ
た
現
在

の
校
舎
の
下
で
の
最
後
の
卒
業
生
、
そ
の

別
れ
の
涙
が
光
っ
た
。
昨
年
2
月
に
着
手

し
た
新
校
舎
の
建
設
工
事
は
3
月
25
日
に

完
了
し
、
い
よ
い
よ
新
し
い
校
舎
で
の
授

業
が
始
ま
る
。
新
校
舎
は
、
よ
り
実
践
的

な
看
護
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る
教

室
を
備
え
、
学
年
定
員
を
こ
れ
ま
で
の
20

人
か
ら
30
人
に
拡
大
。
ま
ず
は
順
調
な
ス

タ
ー
ト
を
切
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

ま
た
、
こ
の
４
月
時
点
で
、
荘
内
病
院

の
医
師
数
は
、
昨
年
同
期
比
で
10
人
以
上

増
え
、
80
人
を
超
え
新
病
院
と
な
っ
て
か

ら
過
去
最
高
と
な
っ
た
。
引
き
続
き
、
地

域
課
題
で
あ
る
医
師
・
看
護
師
の
確
保
に

力
を
入
れ
て
い
く
。

　

3
月
4
日
、
市
議
会
3
月
定
例
会
が
始

ま
っ
た
。
そ
の
初
日
、
各
会
派
の
代
表
者

の
質
問
に
市
長
が
答
え
る
総
括
質
問
は
、

新
年
度
の
市
政
の
方
向
性
を
示
す
重
要
な

や
り
取
り
だ
。
そ
の
答
弁
の
中
で
、
私
は
、

新
鶴
岡
市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
整
備
基
本

計
画
（
案
）
に
お
け
る
「
調
理
を
民
間
に

委
託
す
る
」
と
し
た
記
載
を
見
直
す
こ
と

を
表
明
し
た
。

　

現
在
、本
市
に
は
、藤
島
、櫛
引
、朝
日
、

温
海
、
そ
し
て
令
和
12
年
度
に
新
セ
ン
タ

ー
の
供
用
開
始
を
計
画
す
る
鶴
岡
の
計
5

つ
の
給
食
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
。
羽
黒
に
つ

い
て
は
、
平
成
24
年
に
鶴
岡
セ
ン
タ
ー
に

統
合
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
鶴
岡
セ
ン
タ

ー
は
、
市
の
正
規
職
員
で
あ
る
技
能
職
と

位
置
付
け
ら
れ
る
職
員
と
、
い
わ
ゆ
る
臨

時
職
員
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
よ

っ
て
調
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の

４
セ
ン
タ
ー
は
、
民
間
事
業
者
へ
の
委
託

に
よ
っ
て
調
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
付
し
た
基
本

計
画（
案
）で
は
、現
在
の
公
務
員
に
よ
っ

て
調
理
さ
れ
て
い
る
鶴
岡
セ
ン
タ
ー
の
何

を
引
き
継
ぎ
、何
を
改
善
す
る
の
か
、そ
の

重
要
な
説
明
が
欠
け
た
ま
ま「
調
理
を
民

間
委
託
す
る
」と
い
う
記
載
と
な
っ
て
い

た
。

　

議
会
や
市
民
の
皆
様
の
間
で
も
、
調
理

の
直
営
維
持
か
、
民
間
委
託
か
で
、
様
々

な
意
見
が
出
さ
れ
考
え
が
割
れ
て
い
る
。

私
は
、行
政
だ
か
ら
、あ
る
い
は
民
間
だ
か

ら
、
給
食
の
質
が
担
保
さ
れ
る
と
い
っ
た

も
の
で
は
な
く
、
確
実
な
質
の
向
上
を
実

現
で
き
る
仕
組
み
作
り
こ
そ
が
重
要
だ
と

考
え
て
い
る
。
行
政
か
ら
民
間
に
、
主
体

が
変
わ
れ
ば
全
て
が
良
く
な
る
保
証
は
な

く
、「
民
間
委
託
」
は
魔
法
の
杖
で
は
な
い
。

　

現
在
の
、
鶴
岡
セ
ン
タ
ー
に
は
、
調
理

師
の
資
格
を
持
っ
て
い
る
職
員
も
い
る
が
、

任
用
上
の
位
置
付
け
は
明
確
に
な
っ
て
い

な
い
。
ま
た
、
障
害
の
あ
る
人
も
と
も
に

活
躍
で
き
る
共
生
社
会
へ
の
対
応
も
必
要

だ
。
今
回
は
、
一
旦
立
ち
止
ま
っ
て
、
お

い
し
い
学
校
給
食
を
食
べ
た
子
供
た
ち
が
、

そ
の
調
理
現
場
で
働
き
た
い
と
思
え
る
よ

う
な
、
未
来
の
調
理
現
場
を
造
り
た
い
。

　

3
月
11
日
、
予
算
特
別
委
員
会
で
、
新

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
整
備
予
算
に
関
す
る

集
中
審
議
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
、
論
点

の
１
つ
に
な
っ
た
の
は
、
調
理
の
完
了
か

ら
給
食
の
開
始
ま
で
を
2
時
間
以
内
と
す

る
、
い
わ
ゆ
る
「
喫
食
2
時
間
ル
ー
ル
」

だ
っ
た
。
ル
ー
ル
が
守
ら
れ
て
い
る
の

か
、
給
食
の
提
供
エ
リ
ア
の
見
直
し
ま
で

必
要
な
の
か
ど
う
か
。
こ
う
し
た
点
を
考

慮
す
る
と
、
調
理
の
具
体
的
な
内
容
も
含

め
、
様
々
な
こ
と
を
検
討
す
る
必
要
が
あ

り
、
基
本
計
画
の
年
度
内
の
取
り
ま
と
め

を
見
送
り
、
新
年
度
に
対
応
す
る
必
要
が

あ
る
と
判
断
し
た
。

　

民
主
主
義
の
要
は
、
対
話
だ
。
3
月
9

日
、
ま
ち
キ
ネ
で
『
ボ
ス
ト
ン
市
庁
舎
』

を
鑑
賞
し
、
粘
り
強
く
対
話
を
重
ね
る
こ

と
の
重
要
性
を
改
め
て
考
え
た
。
学
校
給

食
発
祥
の
地
と
し
て
の
役
割
と
は
何
だ
ろ

う
か
。
給
食
費
の
無
償
化
は
い
わ
ば
原
点

回
帰
の
１
つ
だ
が
、
新
た
な
施
設
整
備
と

運
営
に
つ
い
て
も
、
先
人
達
の
思
い
を
、

今
日
的
な
課
題
を
付
加
し
、
未
来
を
見
据

え
て
一
歩
進
め
る
、
そ
の
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

健
康
・
福
祉
・
年
金

Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
の
キ
ャ
ッ
チ
ア

ッ
プ
接
種
期
限
が
延
長
さ
れ
ま
す

■■
期
限　

来
年
３
月
31
日
○火　

■■対
平
成
９
年

４
月
２
日
〜
21
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
女
性

で
、
令
和
４
年
４
月
１
日
〜
７
年
３
月
31
日

に
１
回
以
上
接
種
し
て
い
る
方　

■■問
健
康
課

（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎
35
‐
０
１
５
７
ま
た
は
各

地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ　

が
ん
患
者
医
療
用
ウ
ィ
ッ
グ
・
乳
房
補

整
具
購
入
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

■■
助
成
金
額　

医
療
用
ウ
ィ
ッ
グ
…
２
万
円

ま
た
は
購
入
経
費
の
２
分
の
１
の
い
ず
れ
か

低
い
額　

乳
房
補
整
具
…
１
万
円
ま
た
は
購

入
経
費
の
２
分
の
１
の
い
ず
れ
か
低
い
額

■■申
健
康
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎
25
‐
２
７
３

種類 対象

①麻しん・風しん第２期 平成31年４月２日～令和２年４月１日生まれ

②日本脳炎第２期 平成27年４月２日～28年４月１日生まれ

③ ジフテリア・破傷風 平成25年４月２日～26年４月１日生まれ

④子宮頸
けい

がん
　（ＨＰＶワクチン） 平成21年４月２日～26年４月１日生まれ

⑤高齢者肺炎球菌
　（未接種者のみ）

⑴65歳の方　⑵60歳～64歳で、心臓、腎臓、
呼吸器等の内部障害がある方（身体障害者
手帳１級相当）

⑥高齢者帯状疱疹

⑴今年度に、65歳・70歳・75歳・80歳・
85歳・90歳・95歳・100歳以上になる方　
⑵60歳～64歳で、ヒト免疫不全により免疫
機能に障害がある方

　　　■通知の時期　

　 　 　 ▽  ①～④・⑥…４月　

▽  ⑤‐⑴…誕生月の翌月上旬　

▽  ⑤‐⑵…５月

■■問健康課（にこ♥ふる）☎35‐0157または各地域庁舎市民福祉課へ



6■■日＝日時・期日・期間　■■時＝時間　■■場＝場所・会場　■■定＝定員　■■対＝対象・資格　　　　　　　　　■■内＝内容　■■師＝講師・指導　■■費＝費用・料金　■■持＝持ち物　■■申＝申込み　■■問＝問合せ　■■他＝その他　HP＝ホームページ

ごみの分け方・出し方にご協力ください
■■問環境政策課（つるおかエコファイア）☎22‐2848または各地域庁舎市民福祉課へ

■連休期間中のごみ収集
○集団資源回収
　町内会等で、古紙類（新聞・雑誌・段ボール等）・
金属類・びん類などの資源ごみの集団資源回収が行わ
れています。子供会・町内会等の実施団体には、回収
量に応じて報奨金が交付されます。
※回収日・回収場所は町内会等の実施団体にご確認く
　ださい。新たに集団資源回収を開始したい
　場合は、環境政策課にご相談ください。

○つるおかエコファイアでの回収
　古着・古紙類・パソコンなどのデジタル機
器・水銀製品等を無料で回収しています。
■日時　月曜～金曜日…午前８時30分～11時50分、
　　　　　　　　　　　午後１時～５時
　　　　毎月第３日曜日…午前９時～11時30分

４月30日○水～５月２日○金・５日○月は通常どお
り収集します。収集日を「ごみ収集カレンダー」
で確認して、計画的なごみ出しをお願いします。

■資源回収にご協力ください

■ごみ焼却施設「つるおかエコファイア」　
　令和７年度のごみ受入日
■日時　月曜～金曜日、一部の祝日…午前８時30分
　　　　～11時50分、午後１時～５時
　　　　毎月第２土曜日…午前８時30分～11時50分
■対象　家庭から出るもやすごみ・布団・古紙類、
　　　　事業系一般廃棄物
■費用　10kgにつき120円（古紙類は無料）

４月29日○火、５月６日○火
…収集はありません

■補助対象経費
　講師への謝礼、資料印刷代、イベント保険料等（コ
　ースによって上限額が変動）
■申請期間
　４月上旬から

〇前年度の「鶴岡まち活」事業報告会
■■日４月26日○土午後１時30分　■■場ＦＯＯＤＥＶＥＲ（フ
ーデェヴァー）またはオンライン　■■申４月18日○金ま
で本所地域振興課へ　■■他終了後に同事業の事前相談会
を開催（要申込み）

市民まちづくり活動促進事業「鶴岡まち活」

市民の皆さんが行うまちづくり活動を支援します
■■問本所地域振興課☎35‐1191または各地域庁舎総務企画課へ

■対象事業
●基本コース・チャレンジコース
　鶴岡らしさ・地域特性を生かしたまちづくり活動
●学生コース
　学生が自発的に行う地域についての学び、またはま
　ちづくりに取り組む活動
●パートナーコース
　市施設の整備・修繕や市管理用地の利活用

　市民が主役のまちづくりを推進するために、まちづ
くり活動や、行政との協働事業の活動費に補助します。

要件や応募方法等
詳しくは市HPへ

　使用料等
■金額　65歳以上の方10人以上…年間５万円
　同５人以上…年間2万５千円
■申請期間　４月30日○水まで
　（申請書類等は市ＨHPからダウンロード可）

　　　　　　　     ■■問本所地域包括ケア推進課☎29‐4180または各地域庁舎市民福祉課へ

地域介護予防活動支援事業補助金「つるおか元気アップ支援事業」

運動を取り入れた介護予防活動を支援します

■補助期間　来年３月31日○火まで　
■対象団体　65歳以上の市民５人以上で構成され、
　30分以上の運動を含む約90分の介護予防活動を、
　月２回以上行う団体
■補助対象経費　講師への謝礼、資料印刷代、会場

催し等の中止・延期など、情報が変更となる場合があります。各担当課
や主催者などへのお問合せ、またはホームページ等でご確認ください。
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各種定期予防接種のお知らせ

■■日＝日時・期日・期間　■■時＝時間　■■場＝場所・会場　■■定＝定員　■■対＝対象・資格　　　　　　　　　■■内＝内容　■■師＝講師・指導　■■費＝費用・料金　■■持＝持ち物　■■申＝申込み　■■問＝問合せ　■■他＝その他　HP＝ホームページ
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鶴
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ョ
ン
が
で
き
る
教

室
を
備
え
、
学
年
定
員
を
こ
れ
ま
で
の
20

人
か
ら
30
人
に
拡
大
。
ま
ず
は
順
調
な
ス

タ
ー
ト
を
切
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

ま
た
、
こ
の
４
月
時
点
で
、
荘
内
病
院

の
医
師
数
は
、
昨
年
同
期
比
で
10
人
以
上

増
え
、
80
人
を
超
え
新
病
院
と
な
っ
て
か

ら
過
去
最
高
と
な
っ
た
。
引
き
続
き
、
地

域
課
題
で
あ
る
医
師
・
看
護
師
の
確
保
に

力
を
入
れ
て
い
く
。

　

3
月
4
日
、
市
議
会
3
月
定
例
会
が
始

ま
っ
た
。
そ
の
初
日
、
各
会
派
の
代
表
者

の
質
問
に
市
長
が
答
え
る
総
括
質
問
は
、

新
年
度
の
市
政
の
方
向
性
を
示
す
重
要
な

や
り
取
り
だ
。
そ
の
答
弁
の
中
で
、
私
は
、

新
鶴
岡
市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
整
備
基
本

計
画
（
案
）
に
お
け
る
「
調
理
を
民
間
に

委
託
す
る
」
と
し
た
記
載
を
見
直
す
こ
と

を
表
明
し
た
。

　

現
在
、本
市
に
は
、藤
島
、櫛
引
、朝
日
、

温
海
、
そ
し
て
令
和
12
年
度
に
新
セ
ン
タ

ー
の
供
用
開
始
を
計
画
す
る
鶴
岡
の
計
5

つ
の
給
食
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
。
羽
黒
に
つ

い
て
は
、
平
成
24
年
に
鶴
岡
セ
ン
タ
ー
に

統
合
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
鶴
岡
セ
ン
タ

ー
は
、
市
の
正
規
職
員
で
あ
る
技
能
職
と

位
置
付
け
ら
れ
る
職
員
と
、
い
わ
ゆ
る
臨

時
職
員
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
よ

っ
て
調
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の

４
セ
ン
タ
ー
は
、
民
間
事
業
者
へ
の
委
託

に
よ
っ
て
調
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
付
し
た
基
本

計
画（
案
）で
は
、現
在
の
公
務
員
に
よ
っ

て
調
理
さ
れ
て
い
る
鶴
岡
セ
ン
タ
ー
の
何

を
引
き
継
ぎ
、何
を
改
善
す
る
の
か
、そ
の

重
要
な
説
明
が
欠
け
た
ま
ま「
調
理
を
民

間
委
託
す
る
」と
い
う
記
載
と
な
っ
て
い

た
。

　

議
会
や
市
民
の
皆
様
の
間
で
も
、
調
理

の
直
営
維
持
か
、
民
間
委
託
か
で
、
様
々

な
意
見
が
出
さ
れ
考
え
が
割
れ
て
い
る
。

私
は
、行
政
だ
か
ら
、あ
る
い
は
民
間
だ
か

ら
、
給
食
の
質
が
担
保
さ
れ
る
と
い
っ
た

も
の
で
は
な
く
、
確
実
な
質
の
向
上
を
実

現
で
き
る
仕
組
み
作
り
こ
そ
が
重
要
だ
と

考
え
て
い
る
。
行
政
か
ら
民
間
に
、
主
体

が
変
わ
れ
ば
全
て
が
良
く
な
る
保
証
は
な

く
、「
民
間
委
託
」
は
魔
法
の
杖
で
は
な
い
。

　

現
在
の
、
鶴
岡
セ
ン
タ
ー
に
は
、
調
理

師
の
資
格
を
持
っ
て
い
る
職
員
も
い
る
が
、

任
用
上
の
位
置
付
け
は
明
確
に
な
っ
て
い

な
い
。
ま
た
、
障
害
の
あ
る
人
も
と
も
に

活
躍
で
き
る
共
生
社
会
へ
の
対
応
も
必
要

だ
。
今
回
は
、
一
旦
立
ち
止
ま
っ
て
、
お

い
し
い
学
校
給
食
を
食
べ
た
子
供
た
ち
が
、

そ
の
調
理
現
場
で
働
き
た
い
と
思
え
る
よ

う
な
、
未
来
の
調
理
現
場
を
造
り
た
い
。

　

3
月
11
日
、
予
算
特
別
委
員
会
で
、
新

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
整
備
予
算
に
関
す
る

集
中
審
議
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
、
論
点

の
１
つ
に
な
っ
た
の
は
、
調
理
の
完
了
か

ら
給
食
の
開
始
ま
で
を
2
時
間
以
内
と
す

る
、
い
わ
ゆ
る
「
喫
食
2
時
間
ル
ー
ル
」

だ
っ
た
。
ル
ー
ル
が
守
ら
れ
て
い
る
の

か
、
給
食
の
提
供
エ
リ
ア
の
見
直
し
ま
で

必
要
な
の
か
ど
う
か
。
こ
う
し
た
点
を
考

慮
す
る
と
、
調
理
の
具
体
的
な
内
容
も
含

め
、
様
々
な
こ
と
を
検
討
す
る
必
要
が
あ

り
、
基
本
計
画
の
年
度
内
の
取
り
ま
と
め

を
見
送
り
、
新
年
度
に
対
応
す
る
必
要
が

あ
る
と
判
断
し
た
。

　

民
主
主
義
の
要
は
、
対
話
だ
。
3
月
9

日
、
ま
ち
キ
ネ
で
『
ボ
ス
ト
ン
市
庁
舎
』

を
鑑
賞
し
、
粘
り
強
く
対
話
を
重
ね
る
こ

と
の
重
要
性
を
改
め
て
考
え
た
。
学
校
給

食
発
祥
の
地
と
し
て
の
役
割
と
は
何
だ
ろ

う
か
。
給
食
費
の
無
償
化
は
い
わ
ば
原
点

回
帰
の
１
つ
だ
が
、
新
た
な
施
設
整
備
と

運
営
に
つ
い
て
も
、
先
人
達
の
思
い
を
、

今
日
的
な
課
題
を
付
加
し
、
未
来
を
見
据

え
て
一
歩
進
め
る
、
そ
の
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

健
康
・
福
祉
・
年
金

Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
の
キ
ャ
ッ
チ
ア

ッ
プ
接
種
期
限
が
延
長
さ
れ
ま
す

■■
期
限　

来
年
３
月
31
日
○火　

■■対
平
成
９
年

４
月
２
日
〜
21
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
女
性

で
、
令
和
４
年
４
月
１
日
〜
７
年
３
月
31
日

に
１
回
以
上
接
種
し
て
い
る
方　

■■問
健
康
課

（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎
35
‐
０
１
５
７
ま
た
は
各

地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ　

が
ん
患
者
医
療
用
ウ
ィ
ッ
グ
・
乳
房
補

整
具
購
入
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

■■
助
成
金
額　

医
療
用
ウ
ィ
ッ
グ
…
２
万
円

ま
た
は
購
入
経
費
の
２
分
の
１
の
い
ず
れ
か

低
い
額　

乳
房
補
整
具
…
１
万
円
ま
た
は
購

入
経
費
の
２
分
の
１
の
い
ず
れ
か
低
い
額

■■申
健
康
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎
25
‐
２
７
３

種類 対象

①麻しん・風しん第２期 平成31年４月２日～令和２年４月１日生まれ

②日本脳炎第２期 平成27年４月２日～28年４月１日生まれ

③ ジフテリア・破傷風 平成25年４月２日～26年４月１日生まれ

④子宮頸
けい

がん
　（ＨＰＶワクチン） 平成21年４月２日～26年４月１日生まれ

⑤高齢者肺炎球菌
　（未接種者のみ）

⑴65歳の方　⑵60歳～64歳で、心臓、腎臓、
呼吸器等の内部障害がある方（身体障害者
手帳１級相当）

⑥高齢者帯状疱疹

⑴今年度に、65歳・70歳・75歳・80歳・
85歳・90歳・95歳・100歳以上になる方　
⑵60歳～64歳で、ヒト免疫不全により免疫
機能に障害がある方

　　　■通知の時期　

　 　 　 ▽  ①～④・⑥…４月　

▽  ⑤‐⑴…誕生月の翌月上旬　

▽  ⑤‐⑵…５月

■■問健康課（にこ♥ふる）☎35‐0157または各地域庁舎市民福祉課へ
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１　

■■他
市
HP

重
粒
子
線
が
ん
治
療
の
費
用
の

一
部
を
助
成
し
ま
す

　

山
形
大
学
医
学
部
東
日
本
重
粒
子
セ
ン
タ

ー
で
重
粒
子
線
が
ん
治
療
を
受
け
る
方
に
対

し
て
、
治
療
費
を
助
成
し
ま
す
。

■■
助
成
金
額　

公
的
医
療
保
険
が
適
用
と
な

ら
な
い
重
粒
子
線
が
ん
治
療
の
費
用
か
ら
、

先
進
医
療
特
約
保
険
等
の
費
用
を
差
し
引
い

た
額
（
上
限
62
万
8
、
０
０
０
円
）　

■■申
健

康
課
（
に
こ
♥
ふ
る
）
☎
25
‐
２
７
３
１

■■他
市
HP

将
来
の
胃
が
ん
予
防
の
た
め
に

中
学
生
胃
が
ん
予
防
事
業

　

胃
が
ん
の
原
因
で
あ
る
ヘ
リ
コ
バ
ク
タ
ー

・
ピ
ロ
リ
が
体
の
中
に
入
り
込
ん
で
間
も
な

い
中
学
生
の
時
期
に
、
学
校
健
診
尿
を
活
用

し
た
ピ
ロ
リ
抗
体
検
査
を
実
施
し
ま
す
。
詳

し
く
は
学
校
を
通
じ
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■■対
本
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
中
学
２
年
生　　

■■問
健
康
課（
に
こ
♥

ふ
る
）☎
25
‐
２
７
３
１

日
常
生
活
用
具
を
給
付
し
ま
す

▼
火
災
警
報
機
・
自
動
消
火
器　

■■対
65
歳
以

上
で
市
民
税
非
課
税
の
、
避
難
が
著
し
く
困

難
な
一
人
暮
ら
し
の
方
等
（
要
介
護
２
以
上

ま
た
は
認
知
症
自
立
度
Ⅱ
а
以
上
）

▼
電
磁
調
理
器　

■■対
65
歳
以
上
で
市
民
税
非

課
税
の
、
心
身
機
能
の
低
下
に
伴
い
防
火
等

の
配
慮
が
必
要
な
一
人
暮
ら
し
の
方
等
（
介

護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
の
基
本

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
該
当
者
ま
た
は
要
支
援
１

以
上
）

▼
共
通　

■■申
身
分
証
明
書
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
・
保
険
証
等
）
を
お
持
ち
の
上
、
各

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
本
所
地
域
包
括

ケ
ア
推
進
課
☎
35
‐
１
２
７
４
ま
た
は
各
地

域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

は
り
、き
ゅ
う
、マ
ッ
サ
ー
ジ
等

施
術
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

■■対
70
歳
以
上
の
方　

■■内
市
と
協
定
を
結
ん
で

い
る
、
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
等

か
ら
施
術
を
受
け
る
場
合
に
、
１
回
当
た
り

１
、
０
０
０
円
の
助
成
券
を
年
６
枚
、
10
月

以
降
の
申
請
に
つ
い
て
は
年
３
枚
交
付
（
申

請
は
年
１
回
）　

■■申
身
分
証
明
書
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
運
転
免
許
証
等
）
を
お
持

ち
の
上
、
本
所
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
☎
35

‐
１
２
７
４
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉

課
へ　

■■他
鶴
岡
地
域
で
は
各
地
区
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
も
受
け
付
け
ま
す
（
学
区

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
を
除
く
）

リ
フ
ト
付
き
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す

る
方
に
助
成
券
を
交
付
し
ま
す

■■対
市
内
在
住
で
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

①
65
歳
以
上
ま
た
は
40
歳
〜
64
歳
で
要
介
護

認
定
を
受
け
て
い
る　

②
市
民
税
非
課
税

③
通
院
等
の
際
に
車
椅
子
や
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ

ー
専
用
タ
ク
シ
ー
の
利
用
が
不
可
欠　

■■内
医

療
機
関
へ
の
通
院
や
入
退
院
の
た
め
、
リ
フ

ト
付
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
場
合
に
、
１
枚

当
た
り
３
０
０
円
の
サ
ー
ビ
ス
券
を
月
８
枚
、

年
間
96
枚
を
限
度
に
交
付　

■■申
身
分
証
明
書

■■日＝日時・期日・期間　■■時＝時間　■■場＝場所・会場　■■定＝定員　■■対＝対象・資格　　　　　　　　　■■内＝内容　■■師＝講師・指導　■■費＝費用・料金　■■持＝持ち物　■■申＝申込み　■■問＝問合せ　■■他＝その他　HP＝ホームページ■■日＝日時・期日・期間　■■時＝時間　■■場＝場所・会場　■■定＝定員　■■対＝対象・資格　　　　　　　　　■■内＝内容　■■師＝講師・指導　■■費＝費用・料金　■■持＝持ち物　■■申＝申込み　■■問＝問合せ　■■他＝その他　HP＝ホームページ■■日＝日時・期日・期間　■■時＝時間　■■場＝場所・会場　■■定＝定員　■■対＝対象・資格　　　　　　　　　■■内＝内容　■■師＝講師・指導　■■費＝費用・料金　■■持＝持ち物　■■申＝申込み　■■問＝問合せ　■■他＝その他　HP＝ホームページ

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
保
険
証
等
）
を

お
持
ち
の
上
、
各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、

本
所
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
☎
35
‐
１
２
７

４
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

認
知
症
高
齢
者
等
見
守
り
サ
ー

ビ
ス
事
業

　

在
宅
で
介
護
し
て
い
る
家
族
が
外
出
す
る

と
き
や
介
護
疲
れ
で
休
息
し
た
い
と
き
等
に
、

見
守
り
支
援
員
が
訪
問
し
、
認
知
症
高
齢
者

な
ど
の
見
守
り
や
話
し
相
手
等
を
し
ま
す
。

■■対
市
内
在
住
の
認
知
症
高
齢
者
等
（
65
歳
以

上
の
方
ま
た
は
40
歳
〜
64
歳
の
要
介
護
認
定

を
受
け
て
い
る
方
）
で
日
常
生
活
自
立
度
が

Ⅱ
ａ
以
上
の
方　

■■
利
用
上
限　

１
か
月
当

た
り
80
時
間
ま
で　

■■費
１
時
間
２
０
０
円

（
利
用
時
間
帯
に
よ
っ
て
割
増
し
。
生
活
保

護
世
帯
は
無
料
）　

■■申
各
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
・
居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
本
所

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
☎
35
‐
１
２
７
４
ま

た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ　

■■他
事
前

に
担
当
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
要
相
談

紙
お
む
つ
等
購
入
費
助
成
事
業
で
紙
お
む

つ
を
配
達
す
る
事
業
所
を
募
集
し
ま
す

■■
募
集
要
件　

①
鶴
岡
市
競
争
入
札
参
加
資

格
を
有
し
所
在
区
分
が
市
内
ま
た
は
準
市
内

で
あ
る
こ
と　

②
紙
お
む
つ
等
排
せ
つ
関
連

用
品
を
取
り
扱
っ
て
い
る
事
業
所
で
あ
る
こ

と
（
紙
お
む
つ
と
尿
と
り
パ
ッ
ド
の
取
扱
い

は
必
須
）　

③
市
内
一
円
に
配
達
可
能
で
あ

る
こ
と　

■■
業
務
開
始　

９
月
配
達
分
か
ら　

■■申
５
月
９
日
○金
ま
で
本
所
地
域
包
括
ケ
ア
推

進
課
☎
35
‐
１
２
７
４
へ

完
全
予
約
制
で
す

耳
や
手
足
の
不
自
由
な
方
の
た
め
の
巡
回
相
談

■■日
５
月
14
日
○水
午
後
１
時
〜
３
時　

■■場
に
こ

♥

ふ
る　

■■対
18
歳
以
上
で
、
新
た
に
身
体
障

害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
い
方
（
聴
覚
の

み
）、
既
に
交
付
を
受
け
て
い
る
肢
体
不
自

由
障
害
者
で
程
度
を
変
更
し
た
い
方
、
補
装

具
の
交
付
を
希
望
す
る
方
等
（
現
在
治
療
中

の
方
を
除
く
）　

■■
相
談
科
目　

聴
覚
、
肢

体
（
手
帳
を
お
持
ち
の
方
）
各
６
人　

■■持
保

険
証
、身
体
障
害
者
手
帳
（
交
付
済
み
の
方
）　

■■申
５
月
１
日
○木
〜
９
日
○金
に
本
所
福
祉
課
☎

35
‐
１
２
７
３
、
FAX
25
‐
９
５
０
０
ま
た
は

メ
ー
ル
で　

■■他
市
HP

障
害
者
手
帳
の
交
付
・
居
住
地

変
更

　

障
害
の
内
容
や
程
度
に
応
じ
て
各
手
帳
が

交
付
さ
れ
ま
す
。
交
付
申
請
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
手
帳
に
記

載
さ
れ
て
い
る
住
所
と
現
住
所
が
異
な
る
方

は
居
住
地
変
更
届
が
必
要
で
す
。

▼
身
体
障
害
者
手
帳　

■■対
手
・
足
・
目
・
耳

・
言
語
・
そ
し
ゃ
く
機
能
・
心
臓
・
腎
臓
・

呼
吸
器
・
ぼ
う
こ
う
・
小
腸
・
直
腸
・
肝
臓

・
免
疫
等
の
身
体
機
能
に
障
害
が
あ
る
方

▼
療
育
手
帳　

■■対
発
達
期
に
知
的
機
能
の
障

害
が
見
ら
れ
、
日
常
生
活
に
制
限
の
あ
る
方

▼
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳　

■■対
精
神
の

疾
患
が
あ
り
、
日
常
生
活
に
制
限
の
あ
る
方

▼
居
住
地
変
更
届　

■■持
手
帳
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

▼
共
通　

■■問
本
所
福
祉
課
☎
35
‐
１
２
７
３

9 広報つるおか　2025 . 4 ■■日＝日時・期日・期間　■■時＝時間　■■場＝場所・会場　■■定＝定員　■■対＝対象・資格　　　　　　　　　■■内＝内容　■■師＝講師・指導　■■費＝費用・料金　■■持＝持ち物　■■申＝申込み　■■問＝問合せ　■■他＝その他　HP＝ホームページ■■日＝日時・期日・期間　■■時＝時間　■■場＝場所・会場　■■定＝定員　■■対＝対象・資格　　　　　　　　　■■内＝内容　■■師＝講師・指導　■■費＝費用・料金　■■持＝持ち物　■■申＝申込み　■■問＝問合せ　■■他＝その他　HP＝ホームページ■■日＝日時・期日・期間　■■時＝時間　■■場＝場所・会場　■■定＝定員　■■対＝対象・資格　　　　　　　　　■■内＝内容　■■師＝講師・指導　■■費＝費用・料金　■■持＝持ち物　■■申＝申込み　■■問＝問合せ　■■他＝その他　HP＝ホームページ

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

令
和
７
年
度
の
特
定
健
診
・

特
定
保
健
指
導
が
始
ま
り
ま
す

▼
特
定
健
診　

来
年
３
月
末
ま
で
に
40
歳
以

上
に
な
る
国
民
健
康
保
険
（
市
国
保
）
及
び

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
加
入
者
に
受
診
券

を
送
付
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
か
か
り
つ

け
医
で
受
診
を
希
望
し
た
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
加
入
者
に
は
５
月
末
に
送
付
し
ま
す
。

▼
特
定
保
健
指
導　

市
国
保
加
入
者
で
、
特

定
健
診
の
結
果
、
生
活
習
慣
の
改
善
等
の
必

要
が
あ
る
方
に
対
し
、
健
診
実
施
機
関
ま
た

は
市
か
ら
指
導
の
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

▼
共
通　

■■問
健
康
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎
25

‐
２
７
３
１
、
本
所
国
保
年
金
課
☎
35
‐
１

２
９
２
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

▼
令
和
7
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
が
変
更

さ
れ
ま
し
た　

４
月
分
以
降
の
保
険
料
は
月

額
１
万
７
、
５
１
０
円
で
す
（
年
間
保
険
料

は
21
万
１
２
０
円
）

▼
保
険
料
の
前
納
制
度
や
当
月
口
座
振
替

（
早
割
制
度
）
が
お
得
で
す　

保
険
料
１
年

分
を
４
月
30
日
○水
ま
で
に
一
括
で
納
付
す
る

と
納
付
額
は
20
万
６
、
３
９
０
円
と
な
り
、

３
、
７
３
０
円
お
得
で
す
。
ま
た
、
そ
の
月

の
保
険
料
を
そ
の
月
の
末
日
に
口
座
振
替
で

納
付
す
る
と
、
月
額
60
円
割
引
さ
れ
ま
す
。

前
納
や
早
割
の
方
が
、
国
民
年
金
の
被
保
険

者
で
な
く
な
っ
た
場
合
、
納
め
す
ぎ
た
保
険

料
は
還
付
さ
れ
ま
す
。

▼
共
通　

■■問
鶴
岡
年
金
事
務
所
☎
23
‐
５
０

４
０
、
本
所
国
保
年
金
課
☎
35
‐
１
２
９
４

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課

へ　

■■他
HP

児
童
に
関
す
る

各
種
手
当
の
お
知
ら
せ

▼
児
童
手
当　

■■対
高
校
生
年
代
ま
で
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
方　

■■
支
給
月
額　

▽
０

歳
〜
２
歳
（
第
１
子
・
２
子
）
…
１
万
５
、

０
０
０
円　

▽
３
歳
〜
高
校
生
年
代
（
第
１

子
・
２
子
）
…
１
万
円　

▽
第
３
子
以
降
…

３
万
円　

■■
支
給
日　

偶
数
月
の
15
日　

■■

支
給
期
間　

児
童
が
18
歳
に
達
し
た
年
度
末

ま
で　

▽
４
月
の
支
給
日
は
、
４
月
15
日
○火
で
す

▼
児
童
扶
養
手
当　

■■対
離
婚
等
で
ひ
と
り
親

に
な
っ
た
場
合
や
、
児
童
の
父
ま
た
は
母
に

一
定
の
障
害
が
あ
る
場
合
等
で
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方
（
受
給
者
等
の
所
得
が
一
定
額

を
超
え
る
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
）　

■■

支
給
月
額　

▽
第
１
子
…
４
万
６
、
６
９
０

円
〜
１
万
１
、
０
１
０
円　

▽
第
２
子
以
降

…
１
万
１
、
０
３
０
円
〜
５
、
５
２
０
円

■■
支
給
日　

奇
数
月
の
11
日　

■■
支
給
期
間　

児
童
が
18
歳
に
達
し
た
年
度
末
ま
で
（
障
害

児
は
20
歳
に
達
し
た
月
ま
で
）

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当　

■■対
身
体
や
精
神
に

重
度
〜
中
度
の
障
害
が
あ
る
児
童
を
在
宅
で

養
育
し
て
い
る
方
（
受
給
者
等
の
所
得
が
一

定
額
を
超
え
る
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
）

子
育
て
・
教
育

催し等の中止・延期など、情報が変更となる場合があります。各担当課
や主催者などへのお問合せ、またはホームページ等でご確認ください。

■■
支
給
月
額　

▽
１
級
障
害
…
５
万
６
、
８

０
０
円　

▽
２
級
障
害
…
３
万
７
、
８
３
０

円　

■■
支
給
日　

４
月
・
８
月
・
11
月
の
11

日　

■■
支
給
期
間　

児
童
が
20
歳
に
達
し
た

月
ま
で

▼
共
通　

■■申
子
育
て
推
進
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）

☎
26
‐
０
１
７
６
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民

福
祉
課
へ

固
定
資
産
税
の
縦
覧
制
度
・
閲

覧
制
度

▼
縦
覧
制
度　

固
定
資
産
税
の
納
税
者
は
、

自
己
所
有
の
土
地
・
家
屋
の
価
格
等
と
他
の

土
地
・
家
屋
の
価
格
等
を
比
較
で
き
る
よ
う

に
、
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
及
び
家
屋
価
格

等
縦
覧
帳
簿
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す　

■■対

納
税
者
と
そ
の
同
一
世
帯
の
家
族
、
納
税
者

の
代
理
人

▼
閲
覧
制
度　

納
税
義
務
者
は
、
固
定
資
産

課
税
台
帳
（
名
寄
帳
）
を
閲
覧
し
、
自
己
の

資
産
に
つ
い
て
登
録
さ
れ
た
内
容
を
確
認
で

き
ま
す
。
借
地
人
・
借
家
人
も
借
用
物
件
に

つ
い
て
確
認
で
き
ま
す　

■■対
納
税
義
務
者
と

そ
の
同
一
世
帯
の
家
族
、
納
税
管
理
人
、
借

地
人
・
借
家
人
、
こ
れ
ら
の
代
理
人
等

▼
共
通　

■■日
４
月
１
日
○火
〜
６
月
２
日
○月　
　

■■場
本
所
課
税
課
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福

祉
課　

■■費
課
税
台
帳
の
写
し
の
交
付
は
有
料　

■■持
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

免
許
証
等
。
代
理
人
は
委
任
状
、
借
地
人
・

借
家
人
は
契
約
書
等
が
必
要
）　

■■問
本
所
課

税
・
生
活
・
そ
の
他

税
課
☎
35
‐
１
１
７
８

町
内
会
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

　

町
内
会
（
自
治
会
・
住
民
会
等
）
は
、
同

じ
地
域
に
住
む
人
た
ち
が
助
け
合
い
、
住
み

よ
い
地
域
を
作
る
た
め
の
組
織
で
、
住
民
同

士
の
親
睦
や
、
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
設
置
、

清
掃
及
び
広
報
紙
の
配
付
等
も
行
っ
て
い
ま

す
。

■■問
加
入
手
続
き
等
…
お
住
ま
い
の
町
内
会
等

へ　

連
絡
先
が
不
明
な
場
合
…
本
所
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
推
進
課
☎
35
‐
１
２
０
３
ま
た
は
各

地
域
庁
舎
総
務
企
画
課
へ

４
月
６
日
○日
〜
15
日
○火
は

春
の
交
通
安
全
県
民
運
動

　

ル
ー
ル
を
守
り
、
歩
行
者
に
思
い
や
り
の

あ
る
運
転
で
交
通
事
故
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

▽
横
断
歩
道
付
近
で
は
、
横
断
す
る
歩
行
者

等
が
い
な
い
か
確
認
す
る　

▽
歩
行
者
が
い

た
場
合
は
、
必
ず
止
ま
っ
て
安
全
に
渡
ら
せ

る　

■■問
本
所
防
災
安
全
課
☎
35
‐
１
２
０
４

春
の
山
菜
採
り
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
ま
す

山
菜
採
り
の
事
故
に
注
意
!!

　

出
掛
け
る
前
に
次
の
こ
と
を
確
認
し
、
遭

難
事
故
に
遭
わ
な
い
よ
う
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

▽
１
人
で
出
掛
け
な
い　

▽
行
き
先
や
帰
る

時
間
を
家
族
に
知
ら
せ
て
出
発
す
る　

▽
携

帯
電
話
等
の
通
信
手
段
を
確
保
す
る　

▽
道

に
迷
っ
た
ら
む
や
み
に
動
き
回
ら
な
い　

▽

早
く
出
掛
け
て
早
く
帰
る　

▽
熊
に
注
意
し
、

鈴
や
ラ
ジ
オ
な
ど
音
の
出
る
も
の
を
携
帯
す
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１　

■■他
市
HP

重
粒
子
線
が
ん
治
療
の
費
用
の

一
部
を
助
成
し
ま
す

　

山
形
大
学
医
学
部
東
日
本
重
粒
子
セ
ン
タ

ー
で
重
粒
子
線
が
ん
治
療
を
受
け
る
方
に
対

し
て
、
治
療
費
を
助
成
し
ま
す
。

■■
助
成
金
額　

公
的
医
療
保
険
が
適
用
と
な

ら
な
い
重
粒
子
線
が
ん
治
療
の
費
用
か
ら
、

先
進
医
療
特
約
保
険
等
の
費
用
を
差
し
引
い

た
額
（
上
限
62
万
8
、
０
０
０
円
）　

■■申
健

康
課
（
に
こ
♥
ふ
る
）
☎
25
‐
２
７
３
１

■■他
市
HP

将
来
の
胃
が
ん
予
防
の
た
め
に

中
学
生
胃
が
ん
予
防
事
業

　

胃
が
ん
の
原
因
で
あ
る
ヘ
リ
コ
バ
ク
タ
ー

・
ピ
ロ
リ
が
体
の
中
に
入
り
込
ん
で
間
も
な

い
中
学
生
の
時
期
に
、
学
校
健
診
尿
を
活
用

し
た
ピ
ロ
リ
抗
体
検
査
を
実
施
し
ま
す
。
詳

し
く
は
学
校
を
通
じ
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■■対
本
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
中
学
２
年
生　　

■■問
健
康
課（
に
こ
♥

ふ
る
）☎
25
‐
２
７
３
１

日
常
生
活
用
具
を
給
付
し
ま
す

▼
火
災
警
報
機
・
自
動
消
火
器　

■■対
65
歳
以

上
で
市
民
税
非
課
税
の
、
避
難
が
著
し
く
困

難
な
一
人
暮
ら
し
の
方
等
（
要
介
護
２
以
上

ま
た
は
認
知
症
自
立
度
Ⅱ
а
以
上
）

▼
電
磁
調
理
器　

■■対
65
歳
以
上
で
市
民
税
非

課
税
の
、
心
身
機
能
の
低
下
に
伴
い
防
火
等

の
配
慮
が
必
要
な
一
人
暮
ら
し
の
方
等
（
介

護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
の
基
本

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
該
当
者
ま
た
は
要
支
援
１

以
上
）

▼
共
通　

■■申
身
分
証
明
書
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
・
保
険
証
等
）
を
お
持
ち
の
上
、
各

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
本
所
地
域
包
括

ケ
ア
推
進
課
☎
35
‐
１
２
７
４
ま
た
は
各
地

域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

は
り
、き
ゅ
う
、マ
ッ
サ
ー
ジ
等

施
術
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

■■対
70
歳
以
上
の
方　

■■内
市
と
協
定
を
結
ん
で

い
る
、
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
等

か
ら
施
術
を
受
け
る
場
合
に
、
１
回
当
た
り

１
、
０
０
０
円
の
助
成
券
を
年
６
枚
、
10
月

以
降
の
申
請
に
つ
い
て
は
年
３
枚
交
付
（
申

請
は
年
１
回
）　

■■申
身
分
証
明
書
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
運
転
免
許
証
等
）
を
お
持

ち
の
上
、
本
所
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
☎
35

‐
１
２
７
４
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉

課
へ　

■■他
鶴
岡
地
域
で
は
各
地
区
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
も
受
け
付
け
ま
す
（
学
区

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
を
除
く
）

リ
フ
ト
付
き
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す

る
方
に
助
成
券
を
交
付
し
ま
す

■■対
市
内
在
住
で
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

①
65
歳
以
上
ま
た
は
40
歳
〜
64
歳
で
要
介
護

認
定
を
受
け
て
い
る　

②
市
民
税
非
課
税

③
通
院
等
の
際
に
車
椅
子
や
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ

ー
専
用
タ
ク
シ
ー
の
利
用
が
不
可
欠　

■■内
医

療
機
関
へ
の
通
院
や
入
退
院
の
た
め
、
リ
フ

ト
付
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
場
合
に
、
１
枚

当
た
り
３
０
０
円
の
サ
ー
ビ
ス
券
を
月
８
枚
、

年
間
96
枚
を
限
度
に
交
付　

■■申
身
分
証
明
書
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（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
保
険
証
等
）
を

お
持
ち
の
上
、
各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、

本
所
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
☎
35
‐
１
２
７

４
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

認
知
症
高
齢
者
等
見
守
り
サ
ー

ビ
ス
事
業

　

在
宅
で
介
護
し
て
い
る
家
族
が
外
出
す
る

と
き
や
介
護
疲
れ
で
休
息
し
た
い
と
き
等
に
、

見
守
り
支
援
員
が
訪
問
し
、
認
知
症
高
齢
者

な
ど
の
見
守
り
や
話
し
相
手
等
を
し
ま
す
。

■■対
市
内
在
住
の
認
知
症
高
齢
者
等
（
65
歳
以

上
の
方
ま
た
は
40
歳
〜
64
歳
の
要
介
護
認
定

を
受
け
て
い
る
方
）
で
日
常
生
活
自
立
度
が

Ⅱ
ａ
以
上
の
方　

■■
利
用
上
限　

１
か
月
当

た
り
80
時
間
ま
で　

■■費
１
時
間
２
０
０
円

（
利
用
時
間
帯
に
よ
っ
て
割
増
し
。
生
活
保

護
世
帯
は
無
料
）　

■■申
各
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
・
居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
本
所

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
☎
35
‐
１
２
７
４
ま

た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ　

■■他
事
前

に
担
当
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
要
相
談

紙
お
む
つ
等
購
入
費
助
成
事
業
で
紙
お
む

つ
を
配
達
す
る
事
業
所
を
募
集
し
ま
す

■■
募
集
要
件　

①
鶴
岡
市
競
争
入
札
参
加
資

格
を
有
し
所
在
区
分
が
市
内
ま
た
は
準
市
内

で
あ
る
こ
と　

②
紙
お
む
つ
等
排
せ
つ
関
連

用
品
を
取
り
扱
っ
て
い
る
事
業
所
で
あ
る
こ

と
（
紙
お
む
つ
と
尿
と
り
パ
ッ
ド
の
取
扱
い

は
必
須
）　

③
市
内
一
円
に
配
達
可
能
で
あ

る
こ
と　

■■
業
務
開
始　

９
月
配
達
分
か
ら　

■■申
５
月
９
日
○金
ま
で
本
所
地
域
包
括
ケ
ア
推

進
課
☎
35
‐
１
２
７
４
へ

完
全
予
約
制
で
す

耳
や
手
足
の
不
自
由
な
方
の
た
め
の
巡
回
相
談

■■日
５
月
14
日
○水
午
後
１
時
〜
３
時　

■■場
に
こ

♥

ふ
る　

■■対
18
歳
以
上
で
、
新
た
に
身
体
障

害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
い
方
（
聴
覚
の

み
）、
既
に
交
付
を
受
け
て
い
る
肢
体
不
自

由
障
害
者
で
程
度
を
変
更
し
た
い
方
、
補
装

具
の
交
付
を
希
望
す
る
方
等
（
現
在
治
療
中

の
方
を
除
く
）　

■■
相
談
科
目　

聴
覚
、
肢

体
（
手
帳
を
お
持
ち
の
方
）
各
６
人　

■■持
保

険
証
、身
体
障
害
者
手
帳
（
交
付
済
み
の
方
）　

■■申
５
月
１
日
○木
〜
９
日
○金
に
本
所
福
祉
課
☎

35
‐
１
２
７
３
、
FAX
25
‐
９
５
０
０
ま
た
は

メ
ー
ル
で　

■■他
市
HP

障
害
者
手
帳
の
交
付
・
居
住
地

変
更

　

障
害
の
内
容
や
程
度
に
応
じ
て
各
手
帳
が

交
付
さ
れ
ま
す
。
交
付
申
請
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
手
帳
に
記

載
さ
れ
て
い
る
住
所
と
現
住
所
が
異
な
る
方

は
居
住
地
変
更
届
が
必
要
で
す
。

▼
身
体
障
害
者
手
帳　

■■対
手
・
足
・
目
・
耳

・
言
語
・
そ
し
ゃ
く
機
能
・
心
臓
・
腎
臓
・

呼
吸
器
・
ぼ
う
こ
う
・
小
腸
・
直
腸
・
肝
臓

・
免
疫
等
の
身
体
機
能
に
障
害
が
あ
る
方

▼
療
育
手
帳　

■■対
発
達
期
に
知
的
機
能
の
障

害
が
見
ら
れ
、
日
常
生
活
に
制
限
の
あ
る
方

▼
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳　

■■対
精
神
の

疾
患
が
あ
り
、
日
常
生
活
に
制
限
の
あ
る
方

▼
居
住
地
変
更
届　

■■持
手
帳
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

▼
共
通　

■■問
本
所
福
祉
課
☎
35
‐
１
２
７
３
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ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

令
和
７
年
度
の
特
定
健
診
・

特
定
保
健
指
導
が
始
ま
り
ま
す

▼
特
定
健
診　

来
年
３
月
末
ま
で
に
40
歳
以

上
に
な
る
国
民
健
康
保
険
（
市
国
保
）
及
び

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
加
入
者
に
受
診
券

を
送
付
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
か
か
り
つ

け
医
で
受
診
を
希
望
し
た
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
加
入
者
に
は
５
月
末
に
送
付
し
ま
す
。

▼
特
定
保
健
指
導　

市
国
保
加
入
者
で
、
特

定
健
診
の
結
果
、
生
活
習
慣
の
改
善
等
の
必

要
が
あ
る
方
に
対
し
、
健
診
実
施
機
関
ま
た

は
市
か
ら
指
導
の
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

▼
共
通　

■■問
健
康
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎
25

‐
２
７
３
１
、
本
所
国
保
年
金
課
☎
35
‐
１

２
９
２
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

▼
令
和
7
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
が
変
更

さ
れ
ま
し
た　

４
月
分
以
降
の
保
険
料
は
月

額
１
万
７
、
５
１
０
円
で
す
（
年
間
保
険
料

は
21
万
１
２
０
円
）

▼
保
険
料
の
前
納
制
度
や
当
月
口
座
振
替

（
早
割
制
度
）
が
お
得
で
す　

保
険
料
１
年

分
を
４
月
30
日
○水
ま
で
に
一
括
で
納
付
す
る

と
納
付
額
は
20
万
６
、
３
９
０
円
と
な
り
、

３
、
７
３
０
円
お
得
で
す
。
ま
た
、
そ
の
月

の
保
険
料
を
そ
の
月
の
末
日
に
口
座
振
替
で

納
付
す
る
と
、
月
額
60
円
割
引
さ
れ
ま
す
。

前
納
や
早
割
の
方
が
、
国
民
年
金
の
被
保
険

者
で
な
く
な
っ
た
場
合
、
納
め
す
ぎ
た
保
険

料
は
還
付
さ
れ
ま
す
。

▼
共
通　

■■問
鶴
岡
年
金
事
務
所
☎
23
‐
５
０

４
０
、
本
所
国
保
年
金
課
☎
35
‐
１
２
９
４

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課

へ　

■■他
HP

児
童
に
関
す
る

各
種
手
当
の
お
知
ら
せ

▼
児
童
手
当　

■■対
高
校
生
年
代
ま
で
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
方　

■■
支
給
月
額　

▽
０

歳
〜
２
歳
（
第
１
子
・
２
子
）
…
１
万
５
、

０
０
０
円　

▽
３
歳
〜
高
校
生
年
代
（
第
１

子
・
２
子
）
…
１
万
円　

▽
第
３
子
以
降
…

３
万
円　

■■
支
給
日　

偶
数
月
の
15
日　

■■

支
給
期
間　

児
童
が
18
歳
に
達
し
た
年
度
末

ま
で　

▽
４
月
の
支
給
日
は
、
４
月
15
日
○火
で
す

▼
児
童
扶
養
手
当　

■■対
離
婚
等
で
ひ
と
り
親

に
な
っ
た
場
合
や
、
児
童
の
父
ま
た
は
母
に

一
定
の
障
害
が
あ
る
場
合
等
で
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方
（
受
給
者
等
の
所
得
が
一
定
額

を
超
え
る
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
）　

■■

支
給
月
額　

▽
第
１
子
…
４
万
６
、
６
９
０

円
〜
１
万
１
、
０
１
０
円　

▽
第
２
子
以
降

…
１
万
１
、
０
３
０
円
〜
５
、
５
２
０
円

■■
支
給
日　

奇
数
月
の
11
日　

■■
支
給
期
間　

児
童
が
18
歳
に
達
し
た
年
度
末
ま
で
（
障
害

児
は
20
歳
に
達
し
た
月
ま
で
）

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当　

■■対
身
体
や
精
神
に

重
度
〜
中
度
の
障
害
が
あ
る
児
童
を
在
宅
で

養
育
し
て
い
る
方
（
受
給
者
等
の
所
得
が
一

定
額
を
超
え
る
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
）

子
育
て
・
教
育

催し等の中止・延期など、情報が変更となる場合があります。各担当課
や主催者などへのお問合せ、またはホームページ等でご確認ください。

■■
支
給
月
額　

▽
１
級
障
害
…
５
万
６
、
８

０
０
円　

▽
２
級
障
害
…
３
万
７
、
８
３
０

円　

■■
支
給
日　

４
月
・
８
月
・
11
月
の
11

日　

■■
支
給
期
間　

児
童
が
20
歳
に
達
し
た

月
ま
で

▼
共
通　

■■申
子
育
て
推
進
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）

☎
26
‐
０
１
７
６
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民

福
祉
課
へ

固
定
資
産
税
の
縦
覧
制
度
・
閲

覧
制
度

▼
縦
覧
制
度　

固
定
資
産
税
の
納
税
者
は
、

自
己
所
有
の
土
地
・
家
屋
の
価
格
等
と
他
の

土
地
・
家
屋
の
価
格
等
を
比
較
で
き
る
よ
う

に
、
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
及
び
家
屋
価
格

等
縦
覧
帳
簿
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す　

■■対

納
税
者
と
そ
の
同
一
世
帯
の
家
族
、
納
税
者

の
代
理
人

▼
閲
覧
制
度　

納
税
義
務
者
は
、
固
定
資
産

課
税
台
帳
（
名
寄
帳
）
を
閲
覧
し
、
自
己
の

資
産
に
つ
い
て
登
録
さ
れ
た
内
容
を
確
認
で

き
ま
す
。
借
地
人
・
借
家
人
も
借
用
物
件
に

つ
い
て
確
認
で
き
ま
す　

■■対
納
税
義
務
者
と

そ
の
同
一
世
帯
の
家
族
、
納
税
管
理
人
、
借

地
人
・
借
家
人
、
こ
れ
ら
の
代
理
人
等

▼
共
通　

■■日
４
月
１
日
○火
〜
６
月
２
日
○月　
　

■■場
本
所
課
税
課
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福

祉
課　

■■費
課
税
台
帳
の
写
し
の
交
付
は
有
料　

■■持
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

免
許
証
等
。
代
理
人
は
委
任
状
、
借
地
人
・

借
家
人
は
契
約
書
等
が
必
要
）　

■■問
本
所
課

税
・
生
活
・
そ
の
他

税
課
☎
35
‐
１
１
７
８

町
内
会
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

　

町
内
会
（
自
治
会
・
住
民
会
等
）
は
、
同

じ
地
域
に
住
む
人
た
ち
が
助
け
合
い
、
住
み

よ
い
地
域
を
作
る
た
め
の
組
織
で
、
住
民
同

士
の
親
睦
や
、
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
設
置
、

清
掃
及
び
広
報
紙
の
配
付
等
も
行
っ
て
い
ま

す
。

■■問
加
入
手
続
き
等
…
お
住
ま
い
の
町
内
会
等

へ　

連
絡
先
が
不
明
な
場
合
…
本
所
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
推
進
課
☎
35
‐
１
２
０
３
ま
た
は
各

地
域
庁
舎
総
務
企
画
課
へ

４
月
６
日
○日
〜
15
日
○火
は

春
の
交
通
安
全
県
民
運
動

　

ル
ー
ル
を
守
り
、
歩
行
者
に
思
い
や
り
の

あ
る
運
転
で
交
通
事
故
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

▽
横
断
歩
道
付
近
で
は
、
横
断
す
る
歩
行
者

等
が
い
な
い
か
確
認
す
る　

▽
歩
行
者
が
い

た
場
合
は
、
必
ず
止
ま
っ
て
安
全
に
渡
ら
せ

る　

■■問
本
所
防
災
安
全
課
☎
35
‐
１
２
０
４

春
の
山
菜
採
り
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
ま
す

山
菜
採
り
の
事
故
に
注
意
!!

　

出
掛
け
る
前
に
次
の
こ
と
を
確
認
し
、
遭

難
事
故
に
遭
わ
な
い
よ
う
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

▽
１
人
で
出
掛
け
な
い　

▽
行
き
先
や
帰
る

時
間
を
家
族
に
知
ら
せ
て
出
発
す
る　

▽
携

帯
電
話
等
の
通
信
手
段
を
確
保
す
る　

▽
道

に
迷
っ
た
ら
む
や
み
に
動
き
回
ら
な
い　

▽

早
く
出
掛
け
て
早
く
帰
る　

▽
熊
に
注
意
し
、

鈴
や
ラ
ジ
オ
な
ど
音
の
出
る
も
の
を
携
帯
す



10

る　

▽
ダ
ニ
が
媒
介
す
る
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

へ
の
対
策
と
し
て
、
長
袖
を
着
用
す
る　

■■問

本
所
防
災
安
全
課
☎
35
‐
１
２
０
４

廃
棄
物
等
を
屋
外
で
燃
や
す
野
焼

き
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

　

野
焼
き
は
大
量
の
煙
や
臭
い
を
発
生
さ
せ
、

近
隣
の
生
活
環
境
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
加

え
、
火
災
の
原
因
に
も
な
り
大
変
危
険
で
す
。

　

野
焼
き
は
犯
罪
で
あ
り
、
行
っ
た
者
に
は

懲
役
ま
た
は
罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

基
準
に
満
た
な
い
焼
却
炉
で
の
廃
棄
物
の
焼

却
も
野
焼
き
に
該
当
し
ま
す
。

■■問
野
焼
き
に
つ
い
て
の
相
談
…
環
境
政
策
課

☎
26
‐
０
１
３
９　

火
災
の
場
合
…
☎
１
１

９
農
作
業
中
の
事
故
に

注
意
し
ま
し
ょ
う

　

乗
用
型
ト
ラ
ク
タ
ー
の
転
落
・
転
倒
に
よ

る
事
故
が
毎
年
発
生
し
て
い
ま
す
。
シ
ー
ト

ベ
ル
ト
・
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
す
る
な
ど
、

法
令
を
遵
守
し
て
走
行
し
ま
し
ょ
う
。

▽
ほ
場
周
辺
で
減
速
、
危
険
箇
所
の
迂う

回
ル

ー
ト
を
設
定　

▽
道
路
端
や
曲
が
り
角
の
草

刈
り
、
路
肩
の
補
強　

▽
安
全
フ
レ
ー
ム
付

き
ト
ラ
ク
タ
ー
の
使
用　

▽
各
種
保
険
へ
の

加
入　

■■問
本
所
農
政
課
☎
35
‐
１
２
９
５
ま

た
は
各
地
域
庁
舎
産
業
建
設
課
へ

農
産
物
の
販
路
拡
大
に
向
け
た

チ
ャ
レ
ン
ジ
を
支
援
し
ま
す
！

■■対
商
談
会
参
加
、
Ｐ
Ｒ
資
材
制
作
な
ど
農
産

物
等
の
販
路
拡
大
に
向
け
た
新
た
な
取
り
組

み　

■■
補
助
金
額
　
補
助
対
象
経
費
の
２
分

の
１
以
内
（
上
限
額
10
万
円
）　

■■申
本
所
農

政
課
☎
35
‐
１
２
９
５
ま
た
は
各
地
域
庁
舎

産
業
建
設
課
へ　

■■他
市
HP

農
林
水
産
業
の
６
次
産
業
化
に

取
り
組
ん
で
み
ま
せ
ん
か

■■対
鶴
岡
産
の
農
林
水
産
物
を
活
用
し
、
６
次

産
業
化
等
に
取
り
組
む
事
業　

■■
補
助
金
額

事
業
費
の
３
分
の
２
以
内
（
上
限
15
万
円
）　

■■申
本
所
農
政
課
☎
35
‐
１
２
９
５
ま
た
は
各

地
域
庁
舎
産
業
建
設
課
へ　

■■他
市
HP

農
業
者
向
け
の
補
助
金
、講
座
等
を
ご
案
内

つ
る
お
か
・
ア
グ
リ
メ
ー
ル

■■
登
録
方
法　

件
名
に
「
メ
ー
ル
配
信
希

望
」、
本
文
に
氏
名
を
明
記
し
、
本
所
農
政

課
に
メ
ー
ル
ま
た
は　

25
‐
８
７

６
３
に
送
信　

■■問
同
課
☎
35
‐
１

２
９
５

地
域
農
業
の
将
来
に
つ
い
て
の
計
画

「
地
域
計
画
」を
策
定
し
ま
し
た

　

地
域
で
の
話
し
合
い
を
基
に
、
将
来
の
農

業
・
農
地
利
用
の
在
り
方
を
示
す
地
域
計
画

を
市
内
全
域
71
地
区
で
策
定
し
ま
し
た
。
内

容
等
詳
し
く
は
、
市
HP
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

■■問
本
所
農
政
課
☎
35
‐
１
２
９
５

ヒ
ナ
を
拾
わ
な
い
で
く
だ
さ
い

　

春
か
ら
夏
に
か
け
て
、
ヒ
ナ
を
見
掛
け
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
親
鳥
が
近
く
に
い
る
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た
め
、
救
助
せ
ず
そ
の
ま
ま
見
守
っ
て
く
だ

さ
い
。
巣
か
ら
落
ち
た
ヒ
ナ
も
同
様
で
す
。

■■問
本
所
農
山
漁
村
振
興
課
☎
35
‐
０
１
４
５

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
産
業
建
設
課
へ　

４
月
15
日
○火
〜
５
月
14
日
○水
は「
み
ど
り
の
月
間
」

緑
の
募
金
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

緑
の
募
金
は
、
森
づ
く
り
や
街
の
緑
づ
く

り
、
学
校
の
緑
化
活
動
等
に
活
用
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
緑
化
事
業
を
行
う
団
体
に
交

付
金
制
度
に
よ
る
助
成
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

■■問
本
所
農
山
漁
村
振
興
課
☎
35
‐
０
１
４
５

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
産
業
建
設
課
へ

下
川
・
湯
野
浜
地
区
で
実
施
し
ま
す

松
く
い
虫
防
除
作
業
に
ご
協
力
を

　

松
く
い
虫
被
害
は
放
置
す
る
と
広
範
囲
に

拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
被
害
木
の

伐
採
を
６
月
上
旬
ま
で
、
薬
剤
散
布
を
５
月

下
旬
〜
６
月
上
旬
に
行
う
予
定
で
す
。　

■■問
本
所
農
山
漁
村
振
興
課
☎
35
‐
０
１
４
５

「
ふ
る
さ
と
の 

山
を
守
ろ
う 

火
の
手
か
ら
」

山
火
事
注
意
！ 

多
発
時
期
で
す

　

山
火
事
の
原
因
の
多
く
は
、
た
き
火
・
た

ば
こ
・
火
入
れ
の
不
始
末
で
す
。
山
に
入
る

と
き
は
、
火
の
取
扱
い
に
十
分
注
意
し
、
山

火
事
に
よ
る
森
林
の
焼
失
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

■■問
本
所
農
山
漁
村
振
興
課
☎
35
‐
０
１
４
５

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
産
業
建
設
課
へ

森
林
法
に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す

伐
採
に
は
届
出
が
必
要
で
す

　

森
林
の
立
ち
木
を
伐
採
す
る
と
き
は
、
伐

採
を
始
め
る
90
日
前
〜
30
日
前
の
間
に
届
出

を
し
な
い
と
罰
金
が
科
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
伐
採
や
造
林
が
完
了
し
た

と
き
は
、
森
林
の
状
況
報
告
を
行
う
こ
と
も

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

■■申
本
所
農
山
漁
村
振
興
課
☎
35
‐
０
１
４
５

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
産
業
建
設
課
へ

「
守
り
た
い 

未
来
が
あ
る
か
ら 

火
の
用
心
」

春
季
火
災
予
防
運
動

　

４
月
９
日
○水
〜
22
日
○火
は
春
季
火
災
予
防

運
動
の
実
施
期
間
で
す
。
春
先
は
空
気
が
乾

燥
す
る
た
め
、
た
き
火
・
た
ば
こ
な
ど
が
原

因
の
火
災
が
全
国
各
地
で
多
発
し
て
い
ま
す
。

一
人
ひ
と
り
が
火
災
予
防
に
対
す
る
意
識
を

持
ち
、
安
心
し
て
生
活
で
き
る
地
域
を
目
指

し
ま
し
ょ
う
。

■■問
消
防
本
部
予
防
課
☎
22
‐
８
３
３
２

正
社
員
化
促
進
事
業
奨
励
金
を

支
給
し
ま
す

　

市
内
に
在
住
・
勤
務
す
る
50
歳
未
満
の
非

正
規
雇
用
労
働
者
の
方
を
正
社
員
に
転
換
し
、

６
か
月
間
継
続
し
て
雇
用
し
た
事
業
所
に
対

し
、
奨
励
金
を
支
給
し
ま
す
。

■■
支
給
金
額　

１
人
７
万
５
、
０
０
０
円
〜

20
万
円　

■■問
本
所
商
工
課
☎
35
‐

０
６
３
３　

■■他
市
HP

鶴
岡
へ
の
就
職
・
採
用
を
応
援

し
ま
す

▼
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
就
職
活
動
交
通
費
等
支
援

事
業
補
助
金　

■■
対
象
経
費　

市
外
在
住
の

大
学
生
等
が
、
市
内
事
業
所
を
対
象
と
し
た

FAX
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就
職
活
動
で
支
払
っ
た
交
通
費
と
宿
泊
費

■■
補
助
金
額　

対
象
経
費
の
２
分

の
１
以
内
（
上
限
３
万
円
）　

▼
オ
ン
ラ
イ
ン
採
用
活
動
支
援
事
業
補
助
金　
　
　

■■
対
象
経
費　

市
内
の
中
小
事
業
主
が
新
規

学
卒
者
等
を
正
社
員
と
し
て
雇
用
す
る
た
め

に
行
う
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
採
用
活
動
に
係
る

経
費　

■■
補
助
金
額　

対
象
経
費
の
２
分
の

１
以
内
（
上
限
20
万
円
）　

■■他
要

事
前
相
談

▼
共
通　

■■申
来
年
３
月
31
日
○火
ま
で
申
請
書

等
を
本
所
商
工
課
☎
35
‐
０
６
３
３
へ

予
算
額
に
達
し
た
時
点
で
終
了
し
ま
す

木
造
住
宅
耐
震
診
断
へ
の
補
助

　

耐
震
診
断
士
の
派
遣
と
耐
震
診
断
費
用
の

補
助
を
行
い
ま
す

■■対
平
成
12
年
５
月
以
前
に
建
築
さ
れ
た
在
来

軸
組
工
法
の
２
階
建
て
以
下
の
木
造
住
宅

■■
申
込
者
負
担
額　

１
万
５
、
０
０
０
円

（
設
計
図
面
が
な
い
場
合
は
、
１
万
９
、
０

０
０
円
）　

■■申
４
月
14
日
○月
〜
12
月
26
日
○金

に
本
所
建
築
課
☎
35
‐
１
４
３
２

へ　
道
路
の
異
常
を
ラ
イ
ン
で
通
報

で
き
ま
す

　

道
路
に
穴
が
開
い
て
い
る
な
ど
の
異
常
等

を
発
見
し
た
場
合
、
ラ
イ
ン
で
通
報
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
私
道
を
除
く
全
国
の
道
路

が
対
象
で
す
の
で
、
２
次
元
コ
ー
ド
で
友
だ

ち
登
録
し
た
上
で
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

■■問
本
所
土
木
課
☎
35
‐
１
４
０
３　

■■他
道
路
以
外
の
通
報
は
対
象
外　

狂
犬
病
予
防
注
射
は
毎
年
４
月

〜
６
月
に
受
け
ま
し
ょ
う

　

飼
い
主
に
は
、
犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防

注
射
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

６
月
ま
で
に
動
物
病
院
等
で
接
種
し
て
く
だ

さ
い
（
温
海
地
域
で
は
集
合
注
射
を
予
定
）。

▼
狂
犬
病
予
防
注
射
に
は
、
３
月
に
発
送
し

た
注
射
案
内
は
が
き
が
必
要
で
す

▼
次
の
場
合
は
市
役
所
に
届
出
を

▽
犬
を
飼
う
場
合
…
市
へ
の
登
録
が
必
要
で

す
（
新
規
登
録
料
金
３
、
０
０
０
円
）　

▽

他
市
区
町
村
か
ら
転
入
し
た
場
合
…
前
登
録

地
の
鑑
札
が
必
要
で
す
（
紛
失
の
場
合
は
鑑

札
再
交
付
料
１
、
６
０
０
円
）　

▽
市
内
で

の
転
居
ま
た
は
飼
い
犬
が
死
亡
し
た
場
合

▼
共
通　

■■問
健
康
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎
35

‐
０
１
４
６
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉

課
へ住

宅
等
の
浄
化
槽
を
設
置
・

交
換
す
る
方
へ

　

次
の
と
お
り
補
助
し
ま
す
（
公
共
下
水
道

及
び
集
落
排
水
処
理
計
画
区
域
を
除
く
）。

▼
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置　

■■対
鶴
岡
・
羽

黒
地
域
在
住
の
方　

■■他
そ
の
他
の
地
域
に
は

市
が
設
置

▼
単
独
処
理
浄
化
槽
・
汲く

み
取
り
便
槽
等
か

ら
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
交
換　

■■他
新
築
・

建
替
え
は
対
象
外
。
同
時
に
、
排
水
設
備
工

事
を
行
う
方
に
、
補
助
金
の
交
付
ま
た
は
融

資
あ
っ
せ
ん
及
び
利
子
補
給
を
行
い
ま
す

▼
共
通　

■■申
上
下
水
道
部
下
水
道
課
☎
25
‐

５
８
６
０

催し等の中止・延期など、情報が変更となる場合があります。各担当課
や主催者などへのお問合せ、またはホームページ等でご確認ください。

下
水
道
用
自
己
メ
ー
タ
ー
は

適
正
に
管
理
し
ま
し
ょ
う

　

下
水
道
料
金
の
減
算
・
加
算
用
自
己
メ
ー

タ
ー
の
有
効
期
限
は
８
年
で
す
。
期
限
が
切

れ
る
前
に
交
換
や
撤
去
な
ど
を
お
願
い
し
ま

す
。
既
に
期
限
が
切
れ
て
い
る
場
合
は
、
早

急
に
ご
対
応
く
だ
さ
い
（
交
換
費
用
は
自
己

負
担
）。
ま
た
、
違
法
な
接
続
は
処
罰
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■■問
上
下
水
道
部
お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー
☎
23
‐

７
６
１
０　

井
戸
水
な
ど
の
使
用
者
で
下
水

道
を
使
用
す
る
方
へ

　

井
戸
水
や
湧
き
水
を
使
用
す
る
際
に
メ
ー

タ
ー
の
設
置
が
難
し
い
場
合
は
、
次
の
よ
う

に
認
定
し
ま
す
。

▽
井
戸
水
や
湧
き
水
の
み
を
使
用
し
て
い
る

場
合
…
１
人
当
た
り
１
か
月
６
㎥
と
し
、
世

帯
人
数
に
乗
じ
て
使
用
水
量
を
認
定　

▽
上
水
道
と
井
戸
水
等
を
併
用
し
て
い
る
場

合
…
上
水
道
の
使
用
水
量
に
、
１
人
当
た
り

１
か
月
３
㎥
を
世
帯
人
数
分
加
え
て
認
定　

■■問
上
下
水
道
部
お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー
☎
23
‐

７
６
０
９　

■■他
世
帯
人
数
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
は
速
や
か
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い

移
住
世
帯
に
本
市
の
特
産
品
を
お
届
け

つ
る
お
か
食
の
支
援

■■対
4
月
1
日
以
降
、
転
入
届
提
出
日
ま
で
に

本
所
地
域
振
興
課
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
総
務

企
画
課
で
移
住
相
談
を
し
た
県
外
か
ら
の
移

住
世
帯　

■■問
本
所
地
域
振
興
課
☎
35
‐
１
１

９
１　

■■他
転
勤
ま
た
は
進
学
に
よ
り
転
入
し

た
方
を
除
く

住
居
表
示
実
施
地
区
で
建
物
を

新
築
・
改
築
し
た
方
は
届
出
を

■■申
新
築
等
届
出
書
に
案
内
図
２
部
、
配
置
図

１
部
、
平
面
図
１
部
を
添
付
し
て

本
所
市
民
課
☎
35
‐
１
１
９
４
へ　

期
日
前
投
票
所
の
立
会
人
を

募
集
し
ま
す

■■日
公
（
告
）
示
日
〜
投
票
日
前
日
（
１
日
・

２
日
程
度
）　

■■時
・
■■場
市
役
所
本
所
…
午
前

８
時
30
分
〜
午
後
８
時　

各
地
域
庁
舎
…
午

前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時　

■■対
本
市
に
住
民

登
録
が
あ
り
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て

い
る
方
で
、
特
定
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に

関
わ
っ
て
い
な
い
方　

■■
報
酬　

９
、
６
０

０
円
（
終
日
従
事
の
場
合
）　

■■問
本
所
選
挙

管
理
委
員
会
事
務
局
☎
35
‐
１
７

６
６　

■■他
市
HP

令
和
７
年
国
勢
調
査
員
を
募
集

し
ま
す

　

調
査
業
務
に
理
解
と
誠
意
を
も
っ
て
携
わ

る
方
を
募
集
し
ま
す
。
ご
自
身
の
空
い
て
い

る
時
間
で
調
査
活
動
が
で
き
ま
す
。
非
常
勤

の
国
家
公
務
員
の
た
め
、
報
酬
も
あ
り
ま
す
。

■■
業
務
期
間　

８
月
下
旬
〜
10
月
下
旬　

■■対

原
則
20
歳
以
上
の
方　

■■
業
務
内
容　

調
査

対
象
者
へ
の
説
明
と
調
査
書
類
の
配
布
、
調

査
票
の
回
収
・
整
理
・
提
出
等　

■■申
政
策
企

画
課
統
計
調
査
事
務
室
☎
26
‐
１
６
４
５
ま

た
は
各
地
域
庁
舎
総
務
企
画
課
へ
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る　

▽
ダ
ニ
が
媒
介
す
る
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

へ
の
対
策
と
し
て
、
長
袖
を
着
用
す
る　

■■問

本
所
防
災
安
全
課
☎
35
‐
１
２
０
４

廃
棄
物
等
を
屋
外
で
燃
や
す
野
焼

き
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

　

野
焼
き
は
大
量
の
煙
や
臭
い
を
発
生
さ
せ
、

近
隣
の
生
活
環
境
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
加

え
、
火
災
の
原
因
に
も
な
り
大
変
危
険
で
す
。

　

野
焼
き
は
犯
罪
で
あ
り
、
行
っ
た
者
に
は

懲
役
ま
た
は
罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

基
準
に
満
た
な
い
焼
却
炉
で
の
廃
棄
物
の
焼

却
も
野
焼
き
に
該
当
し
ま
す
。

■■問
野
焼
き
に
つ
い
て
の
相
談
…
環
境
政
策
課

☎
26
‐
０
１
３
９　

火
災
の
場
合
…
☎
１
１

９
農
作
業
中
の
事
故
に

注
意
し
ま
し
ょ
う

　

乗
用
型
ト
ラ
ク
タ
ー
の
転
落
・
転
倒
に
よ

る
事
故
が
毎
年
発
生
し
て
い
ま
す
。
シ
ー
ト

ベ
ル
ト
・
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
す
る
な
ど
、

法
令
を
遵
守
し
て
走
行
し
ま
し
ょ
う
。

▽
ほ
場
周
辺
で
減
速
、
危
険
箇
所
の
迂う

回
ル

ー
ト
を
設
定　

▽
道
路
端
や
曲
が
り
角
の
草

刈
り
、
路
肩
の
補
強　

▽
安
全
フ
レ
ー
ム
付

き
ト
ラ
ク
タ
ー
の
使
用　

▽
各
種
保
険
へ
の

加
入　

■■問
本
所
農
政
課
☎
35
‐
１
２
９
５
ま

た
は
各
地
域
庁
舎
産
業
建
設
課
へ

農
産
物
の
販
路
拡
大
に
向
け
た

チ
ャ
レ
ン
ジ
を
支
援
し
ま
す
！

■■対
商
談
会
参
加
、
Ｐ
Ｒ
資
材
制
作
な
ど
農
産

物
等
の
販
路
拡
大
に
向
け
た
新
た
な
取
り
組

み　

■■
補
助
金
額
　
補
助
対
象
経
費
の
２
分

の
１
以
内
（
上
限
額
10
万
円
）　

■■申
本
所
農

政
課
☎
35
‐
１
２
９
５
ま
た
は
各
地
域
庁
舎

産
業
建
設
課
へ　

■■他
市
HP

農
林
水
産
業
の
６
次
産
業
化
に

取
り
組
ん
で
み
ま
せ
ん
か

■■対
鶴
岡
産
の
農
林
水
産
物
を
活
用
し
、
６
次

産
業
化
等
に
取
り
組
む
事
業　

■■
補
助
金
額

事
業
費
の
３
分
の
２
以
内
（
上
限
15
万
円
）　

■■申
本
所
農
政
課
☎
35
‐
１
２
９
５
ま
た
は
各

地
域
庁
舎
産
業
建
設
課
へ　

■■他
市
HP

農
業
者
向
け
の
補
助
金
、講
座
等
を
ご
案
内

つ
る
お
か
・
ア
グ
リ
メ
ー
ル

■■
登
録
方
法　

件
名
に
「
メ
ー
ル
配
信
希

望
」、
本
文
に
氏
名
を
明
記
し
、
本
所
農
政

課
に
メ
ー
ル
ま
た
は　

25
‐
８
７

６
３
に
送
信　

■■問
同
課
☎
35
‐
１

２
９
５

地
域
農
業
の
将
来
に
つ
い
て
の
計
画

「
地
域
計
画
」を
策
定
し
ま
し
た

　

地
域
で
の
話
し
合
い
を
基
に
、
将
来
の
農

業
・
農
地
利
用
の
在
り
方
を
示
す
地
域
計
画

を
市
内
全
域
71
地
区
で
策
定
し
ま
し
た
。
内

容
等
詳
し
く
は
、
市
HP
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

■■問
本
所
農
政
課
☎
35
‐
１
２
９
５

ヒ
ナ
を
拾
わ
な
い
で
く
だ
さ
い

　

春
か
ら
夏
に
か
け
て
、
ヒ
ナ
を
見
掛
け
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
親
鳥
が
近
く
に
い
る
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た
め
、
救
助
せ
ず
そ
の
ま
ま
見
守
っ
て
く
だ

さ
い
。
巣
か
ら
落
ち
た
ヒ
ナ
も
同
様
で
す
。

■■問
本
所
農
山
漁
村
振
興
課
☎
35
‐
０
１
４
５

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
産
業
建
設
課
へ　

４
月
15
日
○火
〜
５
月
14
日
○水
は「
み
ど
り
の
月
間
」

緑
の
募
金
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

緑
の
募
金
は
、
森
づ
く
り
や
街
の
緑
づ
く

り
、
学
校
の
緑
化
活
動
等
に
活
用
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
緑
化
事
業
を
行
う
団
体
に
交

付
金
制
度
に
よ
る
助
成
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

■■問
本
所
農
山
漁
村
振
興
課
☎
35
‐
０
１
４
５

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
産
業
建
設
課
へ

下
川
・
湯
野
浜
地
区
で
実
施
し
ま
す

松
く
い
虫
防
除
作
業
に
ご
協
力
を

　

松
く
い
虫
被
害
は
放
置
す
る
と
広
範
囲
に

拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
被
害
木
の

伐
採
を
６
月
上
旬
ま
で
、
薬
剤
散
布
を
５
月

下
旬
〜
６
月
上
旬
に
行
う
予
定
で
す
。　

■■問
本
所
農
山
漁
村
振
興
課
☎
35
‐
０
１
４
５

「
ふ
る
さ
と
の 

山
を
守
ろ
う 

火
の
手
か
ら
」

山
火
事
注
意
！ 

多
発
時
期
で
す

　

山
火
事
の
原
因
の
多
く
は
、
た
き
火
・
た

ば
こ
・
火
入
れ
の
不
始
末
で
す
。
山
に
入
る

と
き
は
、
火
の
取
扱
い
に
十
分
注
意
し
、
山

火
事
に
よ
る
森
林
の
焼
失
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

■■問
本
所
農
山
漁
村
振
興
課
☎
35
‐
０
１
４
５

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
産
業
建
設
課
へ

森
林
法
に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す

伐
採
に
は
届
出
が
必
要
で
す

　

森
林
の
立
ち
木
を
伐
採
す
る
と
き
は
、
伐

採
を
始
め
る
90
日
前
〜
30
日
前
の
間
に
届
出

を
し
な
い
と
罰
金
が
科
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
伐
採
や
造
林
が
完
了
し
た

と
き
は
、
森
林
の
状
況
報
告
を
行
う
こ
と
も

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

■■申
本
所
農
山
漁
村
振
興
課
☎
35
‐
０
１
４
５

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
産
業
建
設
課
へ

「
守
り
た
い 

未
来
が
あ
る
か
ら 

火
の
用
心
」

春
季
火
災
予
防
運
動

　

４
月
９
日
○水
〜
22
日
○火
は
春
季
火
災
予
防

運
動
の
実
施
期
間
で
す
。
春
先
は
空
気
が
乾

燥
す
る
た
め
、
た
き
火
・
た
ば
こ
な
ど
が
原

因
の
火
災
が
全
国
各
地
で
多
発
し
て
い
ま
す
。

一
人
ひ
と
り
が
火
災
予
防
に
対
す
る
意
識
を

持
ち
、
安
心
し
て
生
活
で
き
る
地
域
を
目
指

し
ま
し
ょ
う
。

■■問
消
防
本
部
予
防
課
☎
22
‐
８
３
３
２

正
社
員
化
促
進
事
業
奨
励
金
を

支
給
し
ま
す

　

市
内
に
在
住
・
勤
務
す
る
50
歳
未
満
の
非

正
規
雇
用
労
働
者
の
方
を
正
社
員
に
転
換
し
、

６
か
月
間
継
続
し
て
雇
用
し
た
事
業
所
に
対

し
、
奨
励
金
を
支
給
し
ま
す
。

■■
支
給
金
額　

１
人
７
万
５
、
０
０
０
円
〜

20
万
円　

■■問
本
所
商
工
課
☎
35
‐

０
６
３
３　

■■他
市
HP

鶴
岡
へ
の
就
職
・
採
用
を
応
援

し
ま
す

▼
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
就
職
活
動
交
通
費
等
支
援

事
業
補
助
金　

■■
対
象
経
費　

市
外
在
住
の

大
学
生
等
が
、
市
内
事
業
所
を
対
象
と
し
た

FAX
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就
職
活
動
で
支
払
っ
た
交
通
費
と
宿
泊
費

■■
補
助
金
額　

対
象
経
費
の
２
分

の
１
以
内
（
上
限
３
万
円
）　

▼
オ
ン
ラ
イ
ン
採
用
活
動
支
援
事
業
補
助
金　
　
　

■■
対
象
経
費　

市
内
の
中
小
事
業
主
が
新
規

学
卒
者
等
を
正
社
員
と
し
て
雇
用
す
る
た
め

に
行
う
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
採
用
活
動
に
係
る

経
費　

■■
補
助
金
額　

対
象
経
費
の
２
分
の

１
以
内
（
上
限
20
万
円
）　

■■他
要

事
前
相
談

▼
共
通　

■■申
来
年
３
月
31
日
○火
ま
で
申
請
書

等
を
本
所
商
工
課
☎
35
‐
０
６
３
３
へ

予
算
額
に
達
し
た
時
点
で
終
了
し
ま
す

木
造
住
宅
耐
震
診
断
へ
の
補
助

　

耐
震
診
断
士
の
派
遣
と
耐
震
診
断
費
用
の

補
助
を
行
い
ま
す

■■対
平
成
12
年
５
月
以
前
に
建
築
さ
れ
た
在
来

軸
組
工
法
の
２
階
建
て
以
下
の
木
造
住
宅

■■
申
込
者
負
担
額　

１
万
５
、
０
０
０
円

（
設
計
図
面
が
な
い
場
合
は
、
１
万
９
、
０

０
０
円
）　

■■申
４
月
14
日
○月
〜
12
月
26
日
○金

に
本
所
建
築
課
☎
35
‐
１
４
３
２

へ　
道
路
の
異
常
を
ラ
イ
ン
で
通
報

で
き
ま
す

　

道
路
に
穴
が
開
い
て
い
る
な
ど
の
異
常
等

を
発
見
し
た
場
合
、
ラ
イ
ン
で
通
報
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
私
道
を
除
く
全
国
の
道
路

が
対
象
で
す
の
で
、
２
次
元
コ
ー
ド
で
友
だ

ち
登
録
し
た
上
で
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

■■問
本
所
土
木
課
☎
35
‐
１
４
０
３　

■■他
道
路
以
外
の
通
報
は
対
象
外　

狂
犬
病
予
防
注
射
は
毎
年
４
月

〜
６
月
に
受
け
ま
し
ょ
う

　

飼
い
主
に
は
、
犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防

注
射
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

６
月
ま
で
に
動
物
病
院
等
で
接
種
し
て
く
だ

さ
い
（
温
海
地
域
で
は
集
合
注
射
を
予
定
）。

▼
狂
犬
病
予
防
注
射
に
は
、
３
月
に
発
送
し

た
注
射
案
内
は
が
き
が
必
要
で
す

▼
次
の
場
合
は
市
役
所
に
届
出
を

▽
犬
を
飼
う
場
合
…
市
へ
の
登
録
が
必
要
で

す
（
新
規
登
録
料
金
３
、
０
０
０
円
）　

▽

他
市
区
町
村
か
ら
転
入
し
た
場
合
…
前
登
録

地
の
鑑
札
が
必
要
で
す
（
紛
失
の
場
合
は
鑑

札
再
交
付
料
１
、
６
０
０
円
）　

▽
市
内
で

の
転
居
ま
た
は
飼
い
犬
が
死
亡
し
た
場
合

▼
共
通　

■■問
健
康
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎
35

‐
０
１
４
６
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉

課
へ住

宅
等
の
浄
化
槽
を
設
置
・

交
換
す
る
方
へ

　

次
の
と
お
り
補
助
し
ま
す
（
公
共
下
水
道

及
び
集
落
排
水
処
理
計
画
区
域
を
除
く
）。

▼
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置　

■■対
鶴
岡
・
羽

黒
地
域
在
住
の
方　

■■他
そ
の
他
の
地
域
に
は

市
が
設
置

▼
単
独
処
理
浄
化
槽
・
汲く

み
取
り
便
槽
等
か

ら
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
交
換　

■■他
新
築
・

建
替
え
は
対
象
外
。
同
時
に
、
排
水
設
備
工

事
を
行
う
方
に
、
補
助
金
の
交
付
ま
た
は
融

資
あ
っ
せ
ん
及
び
利
子
補
給
を
行
い
ま
す

▼
共
通　

■■申
上
下
水
道
部
下
水
道
課
☎
25
‐

５
８
６
０

催し等の中止・延期など、情報が変更となる場合があります。各担当課
や主催者などへのお問合せ、またはホームページ等でご確認ください。

下
水
道
用
自
己
メ
ー
タ
ー
は

適
正
に
管
理
し
ま
し
ょ
う

　

下
水
道
料
金
の
減
算
・
加
算
用
自
己
メ
ー

タ
ー
の
有
効
期
限
は
８
年
で
す
。
期
限
が
切

れ
る
前
に
交
換
や
撤
去
な
ど
を
お
願
い
し
ま

す
。
既
に
期
限
が
切
れ
て
い
る
場
合
は
、
早

急
に
ご
対
応
く
だ
さ
い
（
交
換
費
用
は
自
己

負
担
）。
ま
た
、
違
法
な
接
続
は
処
罰
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■■問
上
下
水
道
部
お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー
☎
23
‐

７
６
１
０　

井
戸
水
な
ど
の
使
用
者
で
下
水

道
を
使
用
す
る
方
へ

　

井
戸
水
や
湧
き
水
を
使
用
す
る
際
に
メ
ー

タ
ー
の
設
置
が
難
し
い
場
合
は
、
次
の
よ
う

に
認
定
し
ま
す
。

▽
井
戸
水
や
湧
き
水
の
み
を
使
用
し
て
い
る

場
合
…
１
人
当
た
り
１
か
月
６
㎥
と
し
、
世

帯
人
数
に
乗
じ
て
使
用
水
量
を
認
定　

▽
上
水
道
と
井
戸
水
等
を
併
用
し
て
い
る
場

合
…
上
水
道
の
使
用
水
量
に
、
１
人
当
た
り

１
か
月
３
㎥
を
世
帯
人
数
分
加
え
て
認
定　

■■問
上
下
水
道
部
お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー
☎
23
‐

７
６
０
９　

■■他
世
帯
人
数
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
は
速
や
か
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い

移
住
世
帯
に
本
市
の
特
産
品
を
お
届
け

つ
る
お
か
食
の
支
援

■■対
4
月
1
日
以
降
、
転
入
届
提
出
日
ま
で
に

本
所
地
域
振
興
課
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
総
務

企
画
課
で
移
住
相
談
を
し
た
県
外
か
ら
の
移

住
世
帯　

■■問
本
所
地
域
振
興
課
☎
35
‐
１
１

９
１　

■■他
転
勤
ま
た
は
進
学
に
よ
り
転
入
し

た
方
を
除
く

住
居
表
示
実
施
地
区
で
建
物
を

新
築
・
改
築
し
た
方
は
届
出
を

■■申
新
築
等
届
出
書
に
案
内
図
２
部
、
配
置
図

１
部
、
平
面
図
１
部
を
添
付
し
て

本
所
市
民
課
☎
35
‐
１
１
９
４
へ　

期
日
前
投
票
所
の
立
会
人
を

募
集
し
ま
す

■■日
公
（
告
）
示
日
〜
投
票
日
前
日
（
１
日
・

２
日
程
度
）　

■■時
・
■■場
市
役
所
本
所
…
午
前

８
時
30
分
〜
午
後
８
時　

各
地
域
庁
舎
…
午

前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時　

■■対
本
市
に
住
民

登
録
が
あ
り
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て

い
る
方
で
、
特
定
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に

関
わ
っ
て
い
な
い
方　

■■
報
酬　

９
、
６
０

０
円
（
終
日
従
事
の
場
合
）　

■■問
本
所
選
挙

管
理
委
員
会
事
務
局
☎
35
‐
１
７

６
６　

■■他
市
HP

令
和
７
年
国
勢
調
査
員
を
募
集

し
ま
す

　

調
査
業
務
に
理
解
と
誠
意
を
も
っ
て
携
わ

る
方
を
募
集
し
ま
す
。
ご
自
身
の
空
い
て
い

る
時
間
で
調
査
活
動
が
で
き
ま
す
。
非
常
勤

の
国
家
公
務
員
の
た
め
、
報
酬
も
あ
り
ま
す
。

■■
業
務
期
間　

８
月
下
旬
〜
10
月
下
旬　

■■対

原
則
20
歳
以
上
の
方　

■■
業
務
内
容　

調
査

対
象
者
へ
の
説
明
と
調
査
書
類
の
配
布
、
調

査
票
の
回
収
・
整
理
・
提
出
等　

■■申
政
策
企

画
課
統
計
調
査
事
務
室
☎
26
‐
１
６
４
５
ま

た
は
各
地
域
庁
舎
総
務
企
画
課
へ


